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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼を撮像するためのシステムであって、
　ビームを前記眼に向けてビーム経路に沿って出力するように構成されたレーザビーム源
と、
　前記出力ビームを前記眼内の複数の位置に向けるように構成されたビームスキャナと、
　前記レーザビーム源と前記眼の間の前記ビーム経路に沿って位置決めされ、前記出力ビ
ームを第１の偏光又は第２の偏光を有するように偏光するように構成され、第１の構成に
ある時に該出力ビームを該第１の偏光を有するように偏光しかつ第２の構成にある時に該
出力ビームを該第２の偏光を有するように偏光する、可変軸偏光システムと、
　前記眼から反射された電磁放射線を受光するように位置決めされたセンサと、
を含み、
　前記偏光システムは、焦点からの当該反射電磁放射線を当該反射電磁放射線が当該セン
サに到達する前に受光するように更に構成されている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　ビームを前記眼に向けてビーム経路に沿って出力するように構成されたレーザビーム源
と、前記出力ビームを前記眼内の複数の位置に向けるように構成されたビームスキャナと
、前記レーザビーム源と前記眼の間の前記ビーム経路に沿って位置決めされ、前記出力ビ
ームを第１の偏光又は第２の偏光を有するように偏光するように構成され、第１の構成に
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ある時に該出力ビームを該第１の偏光を有するように偏光しかつ第２の構成にある時に該
出力ビームを該第２の偏光を有するように偏光する、可変軸偏光システムと、前記眼から
反射された電磁放射線を受光するように位置決めされたセンサと、を含み、前記偏光シス
テムは、焦点からの当該反射電磁放射線を当該反射電磁放射線が当該センサに到達する前
に受光するように更に構成されている、眼を撮像するためのシステムの作動方法であって
、
　前記第１の偏光を有する第１の電磁放射線ビームを前記眼内の位置にある焦点に集束さ
せる段階と、
　前記第１の偏光とは異なる前記第２の偏光を有する第２の電磁放射線ビームを前記眼内
の前記位置にある焦点に集束させる段階と、
　前記第１の電磁放射線ビームを集束させる前記段階に応答して前記眼から反射された電
磁放射線の強度を示す第１の強度信号を発生させる段階と、
　前記第２の電磁放射線ビームを集束させる前記段階に応答して前記眼から反射された電
磁放射線の強度を示す第２の強度信号を発生させる段階と、
　前記第１及び第２の強度信号を用いて前記眼の１又は２以上の画像を発生させる段階と
、
が前記眼を撮像するためのシステムにより実行されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記第１及び第２の電磁放射線ビームは、ビームスキャナを用いて集束され、
　当該方法は、
　前記第１の電磁放射線ビームの前記焦点を前記眼の第１の領域内の複数の異なる位置に
対して走査する段階と、
　前記第２の電磁放射線ビームの前記焦点を前記眼の第２の領域内の複数の異なる位置に
対して走査する段階と、
　前記第１の電磁放射線ビームの前記焦点を走査する前記段階に応答して前記眼から反射
された電磁放射線の強度を示す第１の強度プロファイルを発生させる段階と、
　前記第２の電磁放射線ビームの前記焦点を走査する前記段階に応答して前記眼から反射
された電磁放射線の強度を示す第２の強度プロファイルを発生させる段階と、
を更に含み、
　前記眼の１つの画像が、前記第１及び第２の強度プロファイル毎に発生される、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ビームスキャナは、前記第１及び第２の電磁放射線ビームを当該第１及び第２の電
磁放射線ビームの伝播に対して横断方向の２つの次元に偏向するように構成されたＸＹ走
査デバイスを含み、
　前記第１及び第２の電磁放射線ビームの前記焦点は、前記ＸＹ走査デバイスを用いて前
記２つの次元で走査され、
　前記眼の前記１つの画像は、少なくとも２つの次元を有し、
　前記ビームスキャナは、前記眼内で前記ビームの収束深度を変化させるように構成され
たＺ走査デバイスを含み、
　前記第１及び第２の電磁放射線ビームの前記焦点は、前記ＸＹ走査デバイス及び前記Ｚ
走査デバイスを用いて３つの次元で走査され、
　前記眼の前記１つの画像は、３次元である、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記電磁放射線ビームを前記第１の偏光を有するように偏光させるために第１の位置に
ある波長板に当該電磁放射線ビームを通すことによって前記第１の電磁放射線ビームを発
生させる段階と、
　前記波長板を第２の位置まである角度だけ回転させる段階と、
　前記第２の位置にある前記波長板に前記電磁放射線ビームを通すことによって前記第２
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の電磁放射線ビームを発生させる段階と、
を更に含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の電磁放射線ビームを通す前記段階に応答して前記眼から反射された電磁放射
線を前記第１の位置にある前記波長板に通す段階と、
　前記第２の電磁放射線ビームを通す前記段階に応答して前記眼から反射された電磁放射
線を前記第２の位置にある前記波長板に通す段階と、
を更に含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の電磁放射線ビームの前記焦点を前記眼内の複数の位置に対して走査する段階
と、
　前記第２の電磁放射線ビームの前記焦点を前記眼内の前記複数の位置の少なくとも一部
分に対して走査する段階と、
　前記第１の電磁放射線ビームの前記焦点を走査する前記段階に応答して前記眼から反射
された電磁放射線の強度を示す第１の強度プロファイルを発生させる段階と、
　前記第２の電磁放射線ビームの前記焦点を走査する前記段階に応答して前記眼から反射
された電磁放射線の強度を示す第２の強度プロファイルを発生させる段階と、
　前記第１及び第２の強度プロファイルを用いて前記眼の画像を発生させる段階と、
を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本出願は、２０１４年３月２６日出願の米国仮特許出願第６１／９７０，８５４号及び
２０１４年８月２９日出願の米国仮特許出願第６２／０４３，７４９号に対する優先権を
主張するものであり、これらの内容全体を引用によって組み込んでいる。完全なパリ条約
上の優先権が、これにより明示的に保持される。
【０００２】
　本発明の分野は、一般的に、レーザ手術システムに関し、より具体的には、眼を撮像か
つ治療するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの患者は、近視、遠視、及び乱視のような眼の屈折特性に関連付けられた視覚誤差
を有する場合がある。乱視は、角膜の曲率が２又は３以上の方向に不均等である時に発生
する場合がある。近視は、光が網膜の前で集束する時に発生する可能性があり、遠視は、
光が網膜の背後にある焦点に屈折されることによって発生する可能性がある。
【０００４】
　角膜を再成形するための従来の手術手法は数多く存在する。眼科処置では、長年をかけ
て外科レーザシステムが手動外科ツールに置き換わっている。実際に、様々な異なる処置
における応用により、外科レーザシステムは、眼球手術において定着した。例えば、ＬＡ
ＳＩＫ（レーザ支援原位置角膜曲率形成術）として公知の処置では、角膜の前面を切除し
、再成形して近視又は遠視のような屈折状態を補正するために紫外放射線を使用するレー
ザ眼球手術システムが使用される。ＬＡＳＩＫ中に、切除の前に、非紫外超短パルスレー
ザビームを使用する別の外科レーザシステムを用いて角膜床の下層部分を露出させるため
のフラップが生成され、その後に、この下層部分は、エキシマレーザからの紫外レーザビ
ームを用いて切除され、再成形される。その後に、治療された部分は、角膜フラップで覆
われる。
【０００５】
　レーザ眼球手術システムは、白内障処置に向けても開発されている。これらのシステム
は、例えば、（１）角膜を再成形するために角膜内又は角膜輪部内に１又は２以上の切開
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部を生成する段階、（２）白内障手術器具のためのアクセスを与えるために、及び／又は
眼内水晶体の埋め込みのためのアクセスを与えるために角膜内に１又は２以上の切開部を
生成する段階、（３）白内障水晶体を除去するためのアクセスを与えるに水晶体前嚢を切
開する段階（前嚢切開）、（４）白内障水晶体をセグメント化及び／又は断片化する段階
、及び／又は（５）様々な白内障関連の処置に向けて水晶体後嚢を切開する段階（後嚢切
開）を含む様々な外科処置に向けて使用することができる。
【０００６】
　例えば、弧状切開部は、角膜内に作られる円錐状切開部である。一般的に、切開部が角
膜を完全に貫通することのないように、角膜の後面を貫通しない弧状切開部が作られる。
一部のレーザ眼球手術システムは、切開部が角膜の厚みの範囲に完全に閉じ込められ、角
膜の前面又は後面を貫通しない基質内弧状切開部をレーザによって作ることができる。
【０００７】
　典型的には、眼球の１又は２以上の面を撮像して識別するために、レーザ白内障手術シ
ステムと共にいずれかの形態の撮像が使用される。一部の事例では、手術の前、最中、又
は後に、角膜の様々な面を正確に識別、検出、及び／又は撮像することが望ましい場合が
ある。例えば、一部の状況では、角膜の前面及び後面を撮像及び／又は識別することによ
り、角膜の厚みを正確に決定することが望ましい場合がある。しかし、角膜の複屈折特性
は、角膜の後面の識別、検出、及び／又は撮像をかなり困難にする場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　他の状況では、提案切開部が角膜の後面を貫通しないことを施術者が検証するために、
提案レーザ切断弧状切開部の画像が、撮像された角膜の上に重ねられる。切開部が基質内
のものである場合に、施術者は、提案切開部が角膜の前面を貫通しないことも検証する。
しかし、与えられた画像は、典型的には、提案切開部の１つの平面しか示さず、角膜上に
重ねられた切断部の断面画像でしかない。施術者は、表示された断面平面の提案切開部が
正しいことを検証することはできるが、提案切断部の全長にわたって切開部が正しいこと
を検証することはできない。すなわち、より的確な撮像、検出、及び治療を可能にするよ
うに改善された特性を有するレーザ手術撮像システムが有益であると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　従って、本発明の開示は、関連技術の制約及び欠点に起因する１又は２以上の問題を排
除するために、レーザ眼球手術システムを含む適切なレーザ手術システムに使用すること
ができる撮像システム及び関連の方法を提供する。多くの実施形態において、眼球、並び
に角膜面、水晶体のような様々な眼球構造を撮像するための改善された方法、デバイス、
及びシステムを提供する。例えば、一部の実施形態は、角膜の後面、並びに水晶体面の撮
像及び識別を可能にする。眼球構造を低電力撮像モードで撮像し、これらの構造を高電力
治療モードで治療するためのシステム及び方法も提供する。他の実施形態において、切開
部をその全長にわたって試写することによって眼球構造に対する外科処置を撮像するため
のシステム及び方法を提供する。
【００１０】
　一部の実施形態において、眼を撮像する方法を提供する。これらの方法は、第１の偏光
を有する第１の電磁放射線ビームを眼内の位置にある焦点に集束させる段階を含むことが
できる。本方法は、第１の偏光とは異なる第２の偏光を有する第２の電磁放射線ビームを
眼内のこの位置にある焦点に集束させる段階を更に含むことができる。本方法は、第１の
電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す
第１の強度信号を発生させる段階と、第２の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答し
て眼から反射された電磁放射線の強度を示す第２の強度信号を発生させる段階とを更に含
むことができる。次いで、第１及び第２の強度信号を用いて眼の１又は２以上の画像を発
生させ、治療計画に向けて利用することができる。
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【００１１】
　任意的に、第１及び第２の電磁放射線ビームは、ビームスキャナを用いて集束させるこ
とができる。本方法は、第１の電磁放射線ビームの焦点を眼の第１の領域内の複数の異な
る位置に対して走査する段階と、第２の電磁放射線ビームの焦点を眼の第２の領域内の複
数の異なる位置に対して走査する段階とを更に含むことができる。第１の電磁放射線ビー
ムの焦点を走査する段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第１の強度
プロファイルを発生させることができる。第２の電磁放射線ビームの焦点を走査する段階
に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第２の強度プロファイルを発生させ
ることができる。一部の実施形態において、第１及び第２の強度プロファイル毎に１つの
眼の画像が発生される。ビームスキャナは、第１及び第２の電磁放射線ビームを第１及び
第２の電磁放射線ビームの伝播に対して横断方向の２つの次元内に偏向するように構成さ
れたＸＹ走査デバイスを含むことができる。一部の実施形態により、第１及び第２の電磁
放射線ビームの焦点は、ＸＹ走査デバイスを用いて２つの次元内で走査することができ、
それによって少なくとも２つの次元を有する眼の画像を提供することができる。
【００１２】
　任意的に、ビームスキャナは、眼内でビームの収束深度を変化させるように構成された
Ｚ走査デバイスを更に含むことができる。一部の実施形態において、Ｚ走査デバイスは、
ビームの収束角を変化させることができる。この場合に、第１及び第２の電磁放射線ビー
ムの焦点は、ＸＹ走査デバイス及びＺ走査デバイスを用いて３つの次元内で走査すること
ができる。従って、一部の実施形態により、眼の１つの画像は、３次元とすることができ
る。
【００１３】
　一部の実施形態において、第１及び第２の強度信号は、センサによって発生させること
ができる。センサは、共焦点センサとすることができる。本方法は、第１及び第２の電磁
放射線ビームの焦点の位置以外の眼の位置から反射された反射電磁放射線がセンサに到達
するのを阻止する段階を更に含むことができる。
【００１４】
　一部の実施形態において、第１の電磁放射線ビームは、電磁放射線ビームを第１の偏光
を有するように偏光させるために、第１の位置にある波長板に電磁ビームを通すことによ
って発生させることができる。波長板は、ある角度だけ第２の位置まで回転させることが
できる。第２の電磁放射線ビームは、第２の位置にある波長板に電磁放射線ビームを通す
ことによって発生させることができる。
【００１５】
　任意的に、波長板は、４分の１波長板とすることができる。一部の実施形態において、
第２の電磁放射線ビームを発生させるために、波長板を鋭角の角度だけ回転させることが
できる。一部の実施形態において、第２の電磁放射線ビームを発生させるために、波長板
を９０度回転させることができる。一部の実施形態において、ファラデー回転子又は回転
ビームスプリッタを使用することにより、第１及び第２の電磁放射線ビームは、第１及び
第２の偏光を有するように偏光させることができる。
【００１６】
　一部の実施形態において、本方法は、第１の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答
して眼から反射された電磁放射線を第１の位置にある波長板に通す段階を含むことができ
る。更に、第２の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して眼から反射された電磁放
射線を第２の位置にある波長板に通すことができる。
【００１７】
　追加の実施形態において、第１の偏光を有する第１の電磁放射線ビームの焦点を眼内の
複数の位置に対して走査する段階を含む眼を撮像する方法を提供する。本方法は、第１の
偏光とは異なる第２の偏光を有する第２の電磁放射線ビームの焦点を眼内のこの複数の位
置の少なくとも一部分に対して走査する段階を更に含むことができる。第１の電磁放射線
ビームを走査する段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第１の強度プ
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ロファイルを発生させることができる。更に、第２の電磁放射線ビームを走査する段階に
応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第２の強度プロファイルを発生させる
ことができる。第１及び第２の強度プロファイルを用いて眼の画像を発生させることがで
きる。
【００１８】
　任意的に、本方法は、治療計画に対応する複数のパラメータを受信する段階と、治療計
画の３次元表現を発生させる段階と、３次元表現を眼の画像の上にマッピングする段階と
、マッピングされた画像を治療計画に向けて表示する段階とを含むことができる。治療計
画は、弧状切開を含むことができる。システムは、弧状切開部が角膜に位置することを検
証することができる。受信パラメータは、治療軸と、この軸に対して横断方向の治療長さ
とを含むことができる。眼の画像は、治療軸と治療長さとの平面にあるとすることができ
る。一部の実施形態において、３次元表現は、それを２次元空間の上に投影することによ
って眼の画像の上にマッピングされる。表示画像は、前領域及び後領域を含む眼の角膜を
含むことができる。角膜の前部及び後部は、任意的に強調表示される。治療計画は、主切
開部と側口切開部との一方を含むことができる。
【００１９】
　一部の実施形態において、本方法は、前面と後面とを有する眼の角膜を撮像するための
ものである場合がある。第１の強度プロファイルを用いて角膜の前面を識別することがで
き、第２の強度プロファイルの少なくとも一部分を用いて角膜の後面を識別することがで
きる。
【００２０】
　一部の実施形態において、角膜を撮像する方法は、ビーム源を用いて第１の電磁放射線
ビームを発生させる段階と、第１の電磁放射線ビームを波長板に通す段階と、を含むこと
ができる。第１の電磁放射線ビームは、ビームスキャナに伝播させることができる。第１
の電磁放射線ビームは、眼の角膜内の位置にある焦点にビームスキャナを用いて集束させ
ることができる。第１の電磁放射線ビームを集束させた後に、焦点から反射された第１の
電磁放射線は受光することができる。第１の受光電磁放射線は、波長板を通してセンサの
方向に向けることができる。第１の受光電磁放射線の強度を示す第１の強度信号を発生さ
せることができる。第１の強度信号を発生させた後に、次いで、波長板をある角度で回転
させることができる。第２の電磁放射線ビームは、回転された波長板に通すことができ、
眼の角膜内の位置にある焦点に集束させることができる。第２の電磁放射線ビームを集束
させる段階に応答して焦点から反射された第２の電磁放射線は受光することができる。第
２の受光電磁放射線は、回転された波長板を通してセンサの方向に向けることができる。
第２の受光電磁放射線の強度を示す第２の強度信号を発生させることができる。第１の強
度信号を用いて角膜の前面を識別することができ、第２の強度信号を用いて角膜の後面の
少なくともいくつかの部分を識別することができる。
【００２１】
　一部の実施形態において、本方法は、識別された角膜の前面及び後面を用いて眼の画像
を発生させる段階と、治療計画に対応する複数のパラメータを受信する段階と、治療計画
の３次元表現を発生させる段階と、３次元表現を眼の画像の上にマッピングする段階と、
マッピングされた画像を検証に向けて表示する段階とを含むことができる。
【００２２】
　任意的に、治療計画は、弧状切開を含むことができる。弧状切開部が角膜に位置するこ
とは検証することができる。受信パラメータは、治療軸と、この軸に対して横断方向の治
療長さと、を含むことができる。眼の画像は、治療軸と治療長さとの平面にあるとするこ
とができる。一部の実施形態において、３次元表現は、それを２次元空間の上に投影する
ことによって眼の画像の上にマッピングされる。角膜の前面及び後面は強調表示すること
ができる。これに代えて、治療計画は、主切開部及び側口切開部の一方を含む。
【００２３】
　本発明のある一定の態様は、第１の複屈折を有する第１の領域と第２の複屈折を有する
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第２の領域とを有する角膜を撮像する方法を提供する。本方法は、第１の偏光を有するこ
とができる第１の電磁放射線ビームを角膜の第１の領域を通して眼内の第１の位置に向け
る段階を含むことができる。第１の偏光とは異なる第２の偏光を有することができる第２
の電磁放射線ビームは、角膜の第２の領域を通して眼内の第２の位置に向けることができ
る。第１及び第２の電磁放射線ビームを向ける段階に応答して眼から反射された電磁放射
線信号を用いて、第１及び第２の位置を網羅する眼の画像を発生させることができる。
【００２４】
　眼を撮像する方法が提供される本発明の更に他の態様において、本方法は、ビーム源を
用いて電磁放射線ビームを発生させる段階を含むことができる。電磁放射線ビームは、楕
円偏光することができ、眼内の焦点に集束させることができる。更に、楕円偏光電磁放射
線ビームの焦点は、眼内の複数の異なる位置に対して走査することができる。楕円偏光電
磁放射線を走査する段階に応答して焦点から反射された電磁放射線は受光することができ
る。この受光反射電磁放射線は、センサに向けることができ、受光反射電磁放射線の強度
を示す強度プロファイルを発生させることができる。強度プロファイルを用いて眼の第１
の面及び第２の面を識別することができる。
【００２５】
　一部の実施形態において、本方法は、楕円偏光電磁放射線ビームの焦点の位置以外の眼
の位置から反射された電磁放射線を阻止するために、反射電磁放射線をアパーチャに通す
段階を更に含むことができる。
【００２６】
　一部の実施形態において、本方法は、識別された角膜の第１の面と第２の面を用いて眼
の画像を発生させる段階と、治療計画に対応する複数のパラメータを受信する段階と、治
療計画の３次元表現を発生させる段階と、３次元表現を眼の画像の上にマッピングする段
階と、マッピングされた画像を検証に向けて表示する段階と、を含むことができる。治療
計画は、弧状切開を含むことができる。弧状切開部が角膜に位置することは検証すること
ができる。受信パラメータは、治療軸と、この軸に対して横断方向の治療長さとを含むこ
とができる。一部の実施形態において、眼の画像は、治療軸と治療長さとの平面にあると
することができる。３次元表現は、それを２次元空間の上に投影することによって眼の画
像の上にマッピングすることができる。任意的に、角膜の第１の面及び第２の面は強調表
示される。これに代えて、治療計画は、主切開部及び側口切開部の一方を含む。
【００２７】
　他の実施形態において、眼を撮像するためのシステムを提供し、当該システムは、ビー
ムを眼に向けてビーム経路に沿って出力するように構成されたレーザビーム源を含むこと
ができる。出力ビームを眼内の位置の焦点に集束させるために、ビームスキャナを含める
ことができる。システムは、レーザビーム源と眼との間にビーム経路に沿って位置決めさ
れた可変軸偏光システムを含むことができる。偏光システムは、出力ビームを第１の偏光
又は第２の偏光を有するように偏光するように構成することができる。偏光システムは、
第１の構成にある時に出力ビームを第１の偏光を有するように偏光することができ、第２
の構成にある時に出力ビームを第２の偏光を有するように偏光することができる。システ
ムは、眼から反射された電磁放射線を受光するように位置決めされたセンサを更に含むこ
とができる。
【００２８】
　一部の実施形態において、波長板は、焦点から反射された電磁放射線を反射電磁放射線
がセンサに到達する前に受光するように更に位置決めし、かつそのように構成することが
できる。任意的に、システムは、波長板を通過した反射電磁放射線をセンサに向けるよう
に配置された偏光ビームスプリッタを更に含むことができる。出力ビームの焦点の位置以
外の眼の位置からの反射電磁放射線を阻止するために、アパーチャを位置決めすることが
できる。波長板は、４分の１波長板とすることができる。
【００２９】
　一部の実施形態において、波長板は、第１の位置と第２の位置の間で回転可能とするこ
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とができる。波長板は、第１の位置と第２の位置の間で４５度回転させることができる。
任意的に、波長板は、第１の位置と第２の位置の間で９０度回転させることができる。ビ
ームスキャナは、ＸＹ走査デバイスとＺ走査デバイスを含むことができる。ＸＹ走査デバ
イスは、出力ビームをその伝播に対して横断方向の２つの次元内に偏向するように構成す
ることができ、それに対してＺ走査デバイスは、ビームの収束角を変化させるように構成
することができる。
【００３０】
　一部の実施形態において、システムは、センサの出力を用いて眼の画像を発生させるプ
ロセッサと、治療計画に対応する複数のパラメータを受信するユーザインタフェースデバ
イスとを含むことができる。プロセッサは、治療計画の３次元表現を発生させて、この３
次元表現を眼の画像の上にマッピングすることができる。ディスプレイシステムは、マッ
ピングされた画像を検証に向けて表示する。治療計画は、弧状切開を含むことができる。
プロセッサは、弧状切開部が角膜に位置することを検証することができる。パラメータは
、治療軸と、この軸に対して横断方向の治療長さとを含むことができる。眼の画像は、治
療軸と治療長さとの平面にあるとすることができる。一部の実施形態において、３次元表
現は、それを２次元空間の上に投影することによって眼の画像の上にマッピングすること
ができる。表示画像は、前部及び後部を含む眼の角膜を含むことができる。角膜の前部及
び後部は選択的に強調表示される。これに代えて、治療計画は、主切開部及び側口切開部
の一方を含む。
【００３１】
　本発明のある一定の態様は、楕円偏光光を用いて眼を撮像するためのシステムを開示す
る。システムは、眼に向けてビーム経路に沿ってビームを出力するように構成されたレー
ザビーム源を含むことができる。レーザビーム源と眼の間にビーム経路に沿って波長板を
配置することができ、波長板は、出力ビームを楕円偏光するように構成することができる
。ビームスキャナは、楕円偏光出力ビームを眼内の位置にある焦点に集束させるように構
成することができる。焦点から反射された電磁放射線を受光するために、センサを配置す
ることができる。更に、出力ビームの焦点の位置以外の眼の位置からの反射電磁放射線を
阻止するために、アパーチャを位置決めすることができる。
【００３２】
　一部の実施形態において、システムは、センサの出力を用いて眼の画像を発生させるプ
ロセッサと、治療計画に対応する複数のパラメータを受信するユーザインタフェースデバ
イスとを更に含むことができる。プロセッサは、治療計画の３次元表現を発生させて、こ
の３次元表現を眼の画像の上にマッピングすることができる。ディスプレイシステムは、
マッピングされた画像を検証に向けて表示する。治療計画は、弧状切開を含むことができ
る。
【００３３】
　別の実施形態において、眼を治療かつ撮像するためのレーザベースの眼球手術システム
は、電磁放射線ビームを眼内のターゲットに送出するためのレーザ送出システムと、電磁
放射線ビームを偏光するための減衰器と、電磁放射線ビームを通過させるか又は阻止する
ためのシャッターと、帰還共焦点ビームを反射するために実質的に非偏光とすることがで
きる電磁放射線ビームを分離するためのビームスプリッタとを含むことができる。電磁放
射線ビームを向けるためのバイパスアセンブリと、眼を撮像するためのセンサとを含める
ことができる。
【００３４】
　実施形態の多くのものにおいて、電磁放射線ビームは、治療モードにおいて非偏光ビー
ムスプリッタをバイパスするように向けることができる。電磁放射線ビームは、撮像モー
ドにおいてバイパスアセンブリをバイパスすると同時に非偏光ビームスプリッタの方向に
向けることができる。バイパスアセンブリは、１又は２以上のミラー又はプリズムを含む
ことができる。非偏光ビームスプリッタをバイパスするときの電磁放射線ビームは、治療
に向けて高い電力レベルを与える。非偏光ビームスプリッタの方向に向けられた時の電磁
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放射線ビームは、撮像に向けて低い電力レベルを与える。
【００３５】
　システムの多くの実施形態において、システムは、センサの出力を用いて眼の画像を発
生させるプロセッサと、治療計画に対応する複数のパラメータを受信するユーザインタフ
ェースデバイスとを含む。プロセッサは、治療計画の３次元表現を発生させて、この３次
元表現を眼の画像の上にマッピングする。ディスプレイシステムは、マッピングされた画
像を検証に向けて表示する。治療計画は、弧状切開を含むことができる。
【００３６】
　別の実施形態において、レーザベースの眼球手術システムを用いて眼を治療かつ撮像す
る方法は、電磁放射線ビームを発生させる段階と、電磁放射線ビームを眼内のターゲット
に送出する段階と、治療に向けて電磁放射線ビームをバイパスアセンブリに向ける段階と
、撮像に向けて電磁放射線ビームをビームスプリッタに向ける段階とを含む。ビームスプ
リッタは、帰還共焦点ビームを反射するために実質的に非偏光とすることができる。更に
、電磁放射線ビームをバイパスアセンブリに向ける段階は、治療に向けて高い電力レベル
を与えることができる。更に、電磁放射線ビームをビームスプリッタの方向に向ける段階
は、撮像に向けて低い電力レベルを与えることができる。
【００３７】
　眼を治療かつ撮像する方法の一部の実施形態は、撮像に向けて低い電力レベルにある電
磁放射線ビームを向ける段階に応答して眼の画像を発生させる段階と、治療計画に対応す
る複数のパラメータを受信する段階と、治療計画の３次元表現を発生させる段階と、３次
元表現を眼の画像の上にマッピングする段階と、マッピングされた画像を治療計画に向け
て表示する段階とを含むことができる。治療計画は、弧状切開を含むことができる。
【００３８】
　別の実施形態は、レーザ手術システムの光路内の撮像アセンブリを可逆的にバイパスす
る方法を提供する。本方法は、ビーム源を用いて電磁ビームを発生させる段階を含む。電
磁ビームは、共焦点検出アセンブリに関連付けられた第１の光学要素を含む光路に沿って
ビーム源からスキャナに伝播する。電磁ビームは、眼内の位置にある焦点に集束され、ス
キャナは、焦点を眼内の様々な位置に対して走査する。電磁ビームの一部分は、焦点位置
から光路を逆に辿って、反射電磁放射線の一部分をスキャナに伝達する第１の光学要素ま
で反射される。センサは、電磁ビームのうちで焦点位置から反射されて第１の光学要素を
通じてセンサに伝播した部分の強度を示す強度信号を発生させる。本方法は、電磁ビーム
を第１の光学要素の周りの迂回光路に沿って可逆的に迂回させる段階を含み、好ましくは
、ビームの方向及び場所は、電磁ビームの伝播方向に対して横断する方向に迂回光路の入
口とそこからの出口とにおいて実質的に同じである。
【００３９】
　好ましくは、第１の光学要素は、反射電磁放射線の一部分をセンサに向けるビームスプ
リッタである。ビームスプリッタは、好ましくは、据え置きのものである。一実施形態に
おいて、ビームスプリッタは、偏光ビームスプリッタではなく、すなわち、ビームを分割
するビームスプリッタの機能は、反射光の偏光特性に基づくものではない。
【００４０】
　本方法の多くの実施形態において、電磁ビームは、組織を修正しないように光路に沿っ
て構成することができる。例えば、電磁ビームは、組織修正に対する閾値レベルよりも小
さいエネルギレベルを有することができる。これに代えて、電磁ビームは、組織を修正す
るように設計されたエネルギレベルにあるように構成することができる。
【００４１】
　電磁ビームは、あらゆる適切な構成を有することができる。例えば、電磁ビームは、３
２０ナノメートルと４３０ナノメートルの間の波長を有する複数のレーザパルスを含むこ
とができる。別の例として、電磁ビームは、８００ナノメートルと１１００ナノメートル
の間の波長を有する複数のレーザパルスを含むことができる。
【００４２】
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　別の実施形態において、レーザ眼球手術システムを提供する。システムは、光源と、眼
球インタフェースデバイスと、走査アセンブリと、共焦点検出アセンブリと、共焦点バイ
パスアセンブリとを含む。光源は、電磁ビームを発生させるように構成される。走査アセ
ンブリは、電磁ビームの焦点を眼内の様々な位置に対して走査するように作動可能である
。眼球インタフェースデバイスは、患者の眼とのインタフェースとして作用するように構
成される。光路は、電磁ビームを光源から焦点に伝播させるように構成され、かつ、電磁
ビームのうちで焦点位置から反射して戻された部分を光路の少なくとも一部分に沿って伝
播させるようにも構成される。光路は、反射電磁放射線の一部分をセンサに伝達する共焦
点検出アセンブリに関連付けられた第１の光学要素を含む。共焦点検出アセンブリは、電
磁ビームのうちで焦点位置から反射された部分の強度を示す強度信号を発生させるように
構成される。共焦点バイパスアセンブリは、第１の光学要素の周りの迂回光路に沿って電
磁放射線ビームを可逆的に迂回させるように構成される。好ましくは、ビームの場所は、
電磁ビームの伝播方向に対して横断方向の迂回光路の入口とそこからの出口とにおいて実
質的に同じである。更に、伝播方向も、迂回光路の入口とそこからの出口とにおいて実質
的に同じである。
【００４３】
　走査アセンブリは、焦点の位置を電磁ビームの伝播方向に変化させるように作動可能な
Ｚ走査デバイスと、焦点の位置を電磁ビームの伝播方向に対して横断方向に変化させるよ
うに作動可能なＸＹ走査デバイスと、を含む。
【００４４】
　好ましくは、検出アセンブリは、電磁ビームのうちで焦点以外の位置から反射された部
分がセンサに到達するのを阻止するように構成されたアパーチャを含む。
【００４５】
　第１の光学要素は、共焦点撮像アセンブリに一般的に関連付けられ、好ましくは、反射
電磁放射線の一部分をセンサに向けるビームスプリッタである。ビームスプリッタは、好
ましくは、据え置きのものである。一実施形態において、ビームスプリッタは、偏光ビー
ムスプリッタではなく、すなわち、ビームを分割するビームスプリッタの機能は、反射光
の偏光特性に基づくものではない。
【００４６】
　一実施形態において、共焦点バイパスアセンブリは、バイパスプリズムを含む。共焦点
バイパスアセンブリは、当該バイパスプリズムを光路の内外に可逆的に移動し、それによ
って電磁ビームの一部分をセンサに伝達する共焦点検出アセンブリの光学要素の周りの迂
回光路に沿って電磁ビームをバイパスさせる。好ましい実施形態において、迂回光路は、
この光学要素の周りだけに電磁ビームをバイパスさせる。一実施形態において、共焦点バ
イパスプリズムは、電磁ビームの一部分をセンサに伝達する光学要素のみの周りに電磁ビ
ームをバイパスさせる。
【００４７】
　別の実施形態において、レーザ眼球手術システムは、電磁放射線ビームを眼内のターゲ
ットに送出するためのレーザ送出システムと、電磁放射線ビームの直径を調節するために
レーザ送出システムに結合されたビーム拡大器と、電磁放射線ビームを偏光するために拡
大器に結合された減衰器と、電磁放射線ビームを通過させるか又は阻止するために減衰器
に結合されたシャッターと、センサとを含む。シャッターには、治療モードにおいて非偏
光ビームスプリッタ及びダンプをバイパスするように電磁放射線ビームを伝播させ、撮像
モードにおいてバイパスアセンブリをバイパスすると同時に電磁放射線ビームを非偏光ビ
ームスプリッタの方向に向けるためのバイパスアセンブリが結合される。別の実施形態に
おいて、眼球手術システムは、電磁放射線ビームを治療に向けて高い電力レベルで送出し
、撮像に向けて低い電力レベルで送出する。
【００４８】
　多くの実施形態において、バイパスアセンブリは、１又は２以上のミラー又はプリズム
を含む。眼内のターゲットの共焦点撮像を可能にするために、１又は２以上の波長板を設
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けることができる。眼内のターゲットの眼球構造を撮像するための１又は２以上の波長板
角度は、撮像構造内の複屈折効果を補償することができる。
【００４９】
　任意的に、システムは、センサの出力を用いて眼の画像を発生させるプロセッサと、治
療計画に対応する複数のパラメータを受信するユーザインタフェースデバイスとを更に含
むことができる。プロセッサは、治療計画の３次元表現を発生させて、この３次元表現を
眼の画像の上にマッピングすることができる。ディスプレイシステムは、マッピングされ
た画像を検証に向けて表示することができる。治療計画は、弧状切開を含むことができる
。
【００５０】
　眼を撮像する方法が提供される本発明の更に他の態様において、本方法は、第１の電磁
放射線ビームを眼内の位置にある焦点に集束させる段階と、第２の電磁放射線ビームを眼
内のこの位置にある焦点に集束させる段階とを含むことができる。第１の電磁放射線ビー
ムを集束させる段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第１の強度信号
が発生される。第２の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して眼から反射された電
磁放射線の強度を示す第２の強度信号が発生される。第１及び第２の強度信号を用いて、
眼の１又は２以上の画像が治療計画に向けて発生される。治療計画に対応する複数のパラ
メータが受信される。治療計画の３次元表現が発生される。３次元表現が眼の画像の上に
マッピングされる。マッピングされた画像が、治療計画に向けて表示される。
【００５１】
　別の実施形態において、レーザ手術システムは、ビームを眼に向けてビーム経路に沿っ
て出力するように構成されたレーザビーム源を含む。ビームスキャナは、出力ビームを眼
内の複数の位置に向けるように構成される。眼から反射された電磁放射線を受光するため
に、センサが配置される。プロセッサは、治療計画に向けて第１及び第２の強度信号を用
いて眼の１又は２以上の画像を発生させるように構成される。ユーザ入力デバイスは、治
療計画に対応する複数のパラメータを受信するように構成される。プロセッサは、治療計
画の３次元表現を発生させ、３次元表現を眼の画像の上にマッピングする。ディスプレイ
は、マッピングされた画像を治療計画に向けて表示するように構成される。
【００５２】
　この概要及び以下の詳細な説明は、単に例示的、例証的、かつ説明的なものに過ぎず、
請求する本発明を限定するのではなく、そのより詳しい説明を提供するように意図したも
のである。本発明の実施形態の更に別の特徴、態様、目的、及び利点は、本明細書、図面
、及び特許請求の範囲に示され、これらは、部分的に図面及び詳細な説明から明らかにな
り、又は実施によって習得することができるであろう。特許請求の範囲は、当該引用によ
って本明細書に組み込まれる。
【００５３】
　本発明の新しい特徴は、特許請求の範囲に詳細に示されている。本発明の特徴及び利点
のより明確な理解は、本発明の原理を使用する例示的実施形態を示す以下の詳細な説明、
並びに添付図面、を参照することによって得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施形態によるレーザ手術システムの概略図である。
【００５５】
【図２】本発明の一実施形態による図１のレーザ手術システムの概略図であ・。
【００５６】
【図３】本発明の一実施形態による眼内ターゲットを撮像及び／又は修正する処理の概略
図である。
【００５７】
【図４】本発明の一実施形態による図３の処理の一部として達成することができる処理の
概略図である。
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【図５】本発明の一実施形態による図３の処理の一部として達成することができる処理の
概略図である。
【図６】本発明の一実施形態による図３の処理の一部として達成することができる処理の
概略図である。
【００５８】
【図７Ａ】本発明の一実施形態による眼を撮像するための処理の図である。
【００５９】
【図７Ｂ】図７Ａに示す処理に従って発生された眼の角膜の２つの例示的強度プロファイ
ル（のうちの１つ）の図である。
【図７Ｃ】図７Ａに示す処理に従って発生された眼の角膜の２つの例示的強度プロファイ
ル（のうちの１つ）の図である。
【００６０】
【図８】本発明の一実施形態による異なる複屈折特性を有する可能性がある眼の角膜の複
数の領域を示す図である。
【００６１】
【図９】本発明の一実施形態による眼を撮像するための別の処理の図である。
【００６２】
【図１０Ａ】別の実施形態によるレーザ手術システムの概略図であり、電磁ビームの光路
内に共焦点バイパスアセンブリが配置されない実施形態を示す概略図である。
【図１０Ｂ】別の実施形態によるレーザ手術システムの概略図であり、電磁ビームの光路
内に共焦点バイパスアセンブリが配置される実施形態を示す概略図である。
【００６３】
【図１１】患者の眼のようなターゲット組織の１又は２以上の部分を撮像するためにレー
ザ手術システムが使用される多くの実施形態による方法の作動の概略ブロック図である。
【００６４】
【図１２】患者の眼内のターゲット組織を修正するためにレーザ手術システムが使用され
る多くの実施形態による作動の概略ブロック図である。
【００６５】
【図１３】共焦点バイパスアセンブリの例示的実施形態を示す概略図である。
【００６６】
【図１４Ａ】共焦点バイパスアセンブリがバイパスプリズムを含む実施形態を示し、撮像
モードにある光路を示す概略図である。
【図１４Ｂ】共焦点バイパスアセンブリがバイパスプリズムを含む実施形態を示し、非撮
像モード（すなわち、治療モード）にある迂回光路を示す概略図である。
【００６７】
【図１５Ａ】撮像モード（図１５Ａ）と非撮像モード（図１５Ｂ）の間で切り換えるため
にバイパスプリズムを利用するレーザ手術システムの実施形態を示す概略図である。
【図１５Ｂ】撮像モード（図１５Ａ）と非撮像モード（図１５Ｂ）の間で切り換えるため
にバイパスプリズムを利用するレーザ手術システムの実施形態を示す概略図である。
【００６８】
【図１６】本発明の一実施形態による図１のレーザ手術システムの別の概略図である。
【００６９】
【図１７】本発明の一実施形態による図１０のレーザ手術システムのバイパス要素の概略
図である。
【００７０】
【図１８】本発明の一実施形態による図１０のレーザ手術システムのバイパス要素の別の
概略図である。
【００７１】
【図１９】本発明の一実施形態による図１０のレーザ手術システムのバイパス要素の別の
概略図である。
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【００７２】
【図２０】本発明の一実施形態による図１０のレーザ手術システムのバイパス要素の別の
概略図である。
【００７３】
【図２１】本発明の一実施形態による眼を撮像かつ治療するための処理の概略図である。
【００７４】
【図２２】本発明の一実施形態による提案切開部を有する眼を撮像する処理の概略図であ
る。
【００７５】
【図２３Ａ】本発明の一実施形態に従って発生された眼の角膜に関する例示的切開部概観
表示である。
【図２３Ｂ】本発明の一実施形態に従って発生された眼の角膜に関する例示的切開部概観
表示である。
【００７６】
【図２４】本発明の一実施形態による図１のレーザ手術システムの別の概略図である。
【００７７】
【図２５】本発明の一実施形態による図１０Ａのレーザ手術システムの別の概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００７８】
　以下の説明は、本発明の様々な実施形態を説明するものである。説明目的で、これらの
実施形態の完全な理解をもたらすために、特定の構成及び詳細が示されている。しかし、
当業者には、本発明の実施形態をある具体的詳細を用いずに実施することができることは
、明らかであろう。更に、説明する実施形態を不明瞭にすることを避けるために、様々な
公知の特徴は、本明細書では省略又は簡略化される場合がある。
【００７９】
　本明細書に使用する場合に、前及び後という用語は、患者に関する既知の向きを指示す
る。手術に向けた患者の向きに基づいて、前及び後という用語は、患者がベッドの上に仰
臥位で置かれた時のような上及び下という用語それぞれと類似とすることができる。遠位
及び前という用語は、使用者の視点からの構造の向きを指示することができ、従って、近
位及び遠位という用語は、例えば、眼の上に置かれた構造を指示するときの前及び後とい
う用語と類似とすることができる。当業者は、本明細書で説明する方法及び装置の向きの
多くの変形、並びに前、後、近位、遠位、上、及び下という用語は例示的に用いているに
過ぎないことを認識するであろう。
【００８０】
　患者の眼を撮像及び／又は治療するためのシステムを提供する。多くの実施形態におい
て、自由浮遊機構は、眼内に配置された焦点から反射された電磁ビームの一部分を共焦点
検出アセンブリのような経路長に依存しない撮像アセンブリに向ける可変光路を形成する
。多くの実施形態において、自由浮遊機構は、電磁放射線ビームと患者の間のアラインメ
ントを維持しながら患者の移動を受け入れるように構成される。電磁放射線ビームは、眼
を撮像することに向けて構成することができ、眼を治療することに向けて構成することが
でき、かつ眼を撮像かつ治療することに向けて構成することができる。
【００８１】
　図１は、多くの実施形態によるレーザ手術システム１０を略示している。レーザ手術シ
ステム１０は、レーザアセンブリ１２と、共焦点検出アセンブリ１４と、自由浮遊機構１
６と、走査アセンブリ１８と、対物レンズアセンブリ２０と、患者インタフェースデバイ
ス２２とを含むことができる。患者インタフェースデバイス２２は、患者２４とのインタ
フェースとして作用するように構成することができる。患者インタフェースデバイス２２
は、対物レンズアセンブリ２０によって支持することができ、対物レンズアセンブリ２０
は、走査アセンブリ１８によって支持することができ、走査アセンブリ１８は、自由浮遊
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機構１６によって支持することができる。自由浮遊機構１６は、レーザアセンブリ１２及
び共焦点検出アセンブリ１４に対して固定された場所及び向きを有する部分を有すること
ができる。
【００８２】
　一部の実施形態において、患者インタフェースデバイス２２は、全開示内容が引用によ
って本明細書に組み込まれている２０１３年１０月３１日出願の「レーザ眼球手術システ
ムのための液体光学インタフェース（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ　ｆｏｒ　Ｌａｓｅｒ　Ｅｙｅ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍ）」という名称の現在
特許出願中の米国特許出願第１４／０６８，９９４号明細書に記載されているように、真
空吸引を用いて患者２４の眼に結合されるように構成することができる。レーザ手術シス
テム１０は、定位置に固定すること又は再位置決め可能とすることができるベースアセン
ブリ２６を任意的に含むことができる。例えば、ベースアセンブリ２６は、患者に対する
ベースアセンブリ２６の選択的な再位置決めを可能にし、及び／又はベースアセンブリ２
６を患者に対する選択固定場所に固定することを可能にするように構成された支持リンケ
ージによって支持することができる。そのような支持リンケージは、固定支持ベースとす
るか又は患者に近い適切な位置に再位置決めすることができる可動カートとすることがで
きる。多くの実施形態において、支持リンケージは、各セットアップ継手がその選択的な
関節結合を可能にするように構成されたセットアップ継手を含み、その不用意な関節結合
を防止するために選択的に係止することができ、それによってセットアップ継手が係止さ
れた時にベースアセンブリ２６が患者に対して選択された固定場所に固定される。
【００８３】
　多くの実施形態において、レーザアセンブリ１２は、電磁放射線ビーム２８を放出する
ように構成することができる。ビーム２８は、あらゆる適切なエネルギレベル、持続時間
、及び繰り返し数の一連のレーザパルスを含むことができる。
【００８４】
　多くの実施形態において、レーザアセンブリ１２は、フェムト秒（ＦＳ）レーザ技術を
組み込んでいる。フェムト秒レーザ技術を使用することにより、組織を破壊するために短
い持続時間（例えば、持続時間で約１０-13秒）のレーザパルス（マイクロジュール範囲
のエネルギレベルを有する）を密に集束させた点に送出することができ、それによってよ
り長い持続時間を有するレーザパルスと比較して、眼内ターゲットを撮像及び／又は修正
するのに必要とされるエネルギレベルが有意に低下する。
【００８５】
　レーザアセンブリ１２は、組織を治療及び／又は撮像するのに適する波長を有するレー
ザパルスを発生させることができる。例えば、レーザアセンブリ１２は、開示内容が当該
引用によって本明細書に組み込まれる２０１３年１０月３１日出願の「レーザ眼球手術シ
ステム（Ｌａｓｅｒ　Ｅｙｅ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍ）」という名称の現在特許
出願中の米国特許出願第１４／０６９，０４４号明細書及び２０１１年１月７日出願の「
眼球組織及び眼内水晶体を修正する方法及びシステム（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ｆｏｒ　Ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　Ｅｙｅ　Ｔｉｓｓｕｅ　ａｎｄ　Ｉｎｔｒａｏｃｕ
ｌａｒ　Ｌｅｎｓｅｓ）」という名称の米国特許出願第１２／９８７，０６９号明細書に
記載されているレーザ手術システムのうちのいずれかによって放出されるもののような電
磁放射線ビーム２８を放出するように構成することができる。一実施形態において、レー
ザアセンブリ１２は、１０２０ｎｍから１０５０ｎｍの範囲の波長を有するレーザパルス
を発生させることができる。別の実施形態において、レーザアセンブリ１２は、１０３０
（±５）ｎｍの中心波長を有するダイオード励起固体構成を有することができる。追加の
実施形態において、レーザアセンブリ１２は、３２０ｎｍから４３０ｎｍまでの波長を有
するレーザパルスを発生させることができる。例えば、レーザアセンブリ１２は、３次調
波波長（３５５ｎｍ）で作動し、５０ピコ秒から１５ナノ秒までのパルス持続時間を有す
るパルスを生成するＮｄ：ＹＡＧレーザ源を含むことができる。スポットサイズに基づい
て、一般的な使用パルスエネルギは、ナノジュールからマイクロジュールの範囲にあると
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することができる。レーザアセンブリ１２は、あらゆる適切な構成の２又は３以上のレー
ザを含むことができる。
【００８６】
　レーザアセンブリ１２は、制御構成要素及び調整構成要素を含むことができる。一部の
実施形態において、制御構成要素は、レーザパルスのエネルギ及びパルス列の平均電力を
制御するためのビーム減衰器と、レーザパルスを含むビームの断面空間広がりを制御する
ための固定アパーチャと、ビーム列の流束及び繰り返し数、従って、レーザパルスエネル
ギをモニタするための１又は２以上の電力モニターと、レーザパルスの透過を許可／阻止
するためのシャッターとを含むことができる。調整構成要素は、レーザパルスビームの場
所及び／又は方向の変化性を受け入れながら、ある距離にわたってレーザパルスを伝達す
るための調節可能ズームアセンブリ及び固定光学リレーを含むことができ、それによって
構成要素の変化に対して高い許容性が与えられる。
【００８７】
　多くの実施形態において、レーザアセンブリ１２及び共焦点検出アセンブリ１４は、ベ
ースアセンブリ２６に対して固定された位置を有することができる。レーザアセンブリ１
２によって放出されたビーム２８は、固定光路に沿って共焦点検出アセンブリ１４を抜け
て自由浮遊機構１６に伝播することができる。ビーム２８は、それを走査アセンブリ１８
に送出することができる自由浮遊機構１６を可変光路３０に沿って抜けて伝播することが
できる。多くの実施形態において、レーザアセンブリ１２によって放出されたビーム２８
は、それが、患者の移動によって誘起されるレーザアセンブリ１２とスキャナ１６の間の
光路の長さ変化による影響を受けないように平行化（ｃｏｌｌｉｍａｔｅｄ）することが
できる。走査アセンブリ１８は、ビーム２８を少なくとも１つの次元内で走査する（例え
ば、ビーム２８の制御式可変偏向により）ように作動可能とすることができる。多くの実
施形態において、走査アセンブリ１８は、ビーム２８の伝播方向に対して横断方向の２つ
の次元内でビーム２８を走査するように作動可能であり、更に、ビーム２８の伝播方向に
その焦点の位置を走査するように作動可能とすることができる。走査ビームは、走査アセ
ンブリ１８から対物レンズアセンブリ２０を抜け、インタフェースデバイス２２を抜けて
患者２４に伝播するように放出することができる。
【００８８】
　自由浮遊機構１６は、走査アセンブリ１８によって放出されるビーム２８と患者２４と
のアラインメントを維持しながら、レーザアセンブリ１２及び共焦点検出アセンブリ１４
に対する患者２４の１又は２以上の方向の様々な移動を受け入れるように構成することが
できる。例えば、自由浮遊機構１６は、単位直交方向（Ｘ、Ｙ、及びＺ）のあらゆる組合
せによって定められるいずれかの方向の患者２４の様々な移動を受け入れるように構成す
ることができる。
【００８９】
　患者インタフェースデバイス２２は、患者２４とのインタフェースとして作用すること
ができるので、患者２４の移動は、患者インタフェースデバイス２２、対物レンズアセン
ブリ２０、及び走査アセンブリ１８の対応する移動をもたらす可能性がある。自由浮遊機
構１６は、例えば、走査アセンブリ１８と例えば共焦点検出アセンブリ１４との間の相対
移動を受け入れるリンケージと、可変光路３０を形成するように当該リンケージに適切に
結合された光学構成要素と、のあらゆる適切な組合せを含むことができる。一部の実施形
態において、自由浮遊機構１６は、開示内容が当該引用によって本明細書に組み込まれて
いる２０１４年２月２６日出願の「レーザ手術システム（Ｌａｓｅｒ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　
Ｓｙｓｔｅｍ）」という名称の米国特許出願第１４／１９１，０９５号明細書及びＰＣＴ
出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０１８７５２に記載されているように構成することができる
。
【００９０】
　電磁放射線ビーム２８の一部分は、焦点の場所にある眼球組織から反射することができ
、共焦点検出アセンブリ１４に伝播して戻ることができる。具体的には、電磁放射線ビー
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ム２８の反射部分は、患者インタフェースデバイス２２を抜け、対物レンズアセンブリ２
０を抜け、走査アセンブリ１８を抜け（更にそれによって脱走査され）、自由浮遊機構１
６を抜けて（可変光路３０に沿って）共焦点検出アセンブリ１４まで進行して戻ることが
できる。多くの実施形態において、共焦点検出アセンブリ１４まで進行して戻る電磁放射
線ビームの反射部分は、電磁放射線ビームの入射部分の強度を示す強度信号を発生させる
センサ上に入射するように向けることができる。眼内の焦点の関連走査と結合されて、強
度信号は、角膜の前面、角膜の後面、虹彩、水晶体嚢の前面、水晶体嚢の後面、などのよ
うな眼の構造を、撮像する／位置付けるための走査パラメータに関連付けて処理すること
ができる。多くの実施形態において、共焦点検出アセンブリ１４に進行する反射電磁放射
線ビームの量は、患者の移動に起因して予想される可変光路３０の長さの変化に実質的に
依存せず、それによって眼の構造を撮像する／位置付けるために前記強度信号を処理する
時に患者の移動を無視すること（機能）が可能になる。
【００９１】
　眼の１又は２以上の光学構造の位置は、本明細書で解説するようにして得られた測定値
から決定することができる。眼の画像は、眼の矢状面表示、眼の横断面表示、眼の前面表
示、及びこれらの組合せを含むことができる。眼の１又は２以上の画像は、眼の平面と眼
の前房表示とを示すトモグラフィ画像を含むことができ、ユーザに１又は２以上の基準位
置を提供するために、１又は２以上の画像上に１又は２以上の光学構造を配置することが
できる。多くの実施形態において、１又は２以上の画像は、ユーザが眼の切開部を計画し
て検証するために与えられる実時間画像を含む。
【００９２】
　眼の光学構造は、眼の光学系に関する眼の１又は２以上の構造を含むことができ、眼の
組織構造は、眼の１又は２以上の組織を含むことができる。眼の光学構造は、眼の光軸、
眼の視軸、眼の視線、眼の瞳孔軸、眼の注視線、角膜の頂点、眼の前節点、眼の後節点、
眼の前主点、眼の後主点、角膜曲率測定軸、角膜前面の曲率中心、角膜後面の曲率中心、
水晶体前嚢の曲率中心、水晶体後嚢の曲率中心、瞳孔の中心、虹彩の中心、入射瞳孔の中
心、又は眼の射出瞳孔の中心のうちの１又は２以上を含むことができる。１又は２以上の
組織構造は、虹彩、虹彩の平面、虹彩の外側境界、角膜輪部、角膜輪部の中心、強膜血管
、角膜の中心、角膜の厚みプロファイル、角膜の厚みプロファイルの曲率中心、インクの
ような染料で染色した組織、角膜の頂点、眼の光軸、角膜の前面の曲率中心、水晶体前嚢
の曲率の中心、水晶体後嚢の曲率の中心のうちの１又は２以上を含むことができる。
【００９３】
　一部の実施形態は、レーザ手術システム１０を用いて角膜又は水晶体を撮像する方法を
提供する。これらの方法は、ビーム源を用いて第１の電磁放射線ビームを発生させる段階
と、第１の電磁放射線ビームを波長板に通す段階とを含むことができる。第１の電磁放射
線ビームは、ビームスキャナに伝播させることができる。第１の電磁放射線ビームは、眼
の角膜内の位置にある焦点にビームスキャナを用いて集束させることができる。第１の電
磁放射線ビームを集束させた後に、焦点から反射された第１の電磁放射線は受光すること
ができる。第１の受光電磁放射線は、波長板を通してセンサの方向に向けることができる
。第１の受光電磁放射線の強度を示す第１の強度信号を発生させることができる。第１の
強度信号を発生させた後に、次いで、波長板をある角度に回転させることができる。第２
の電磁放射線ビームは、回転された波長板に通すことができ、眼の角膜内の位置にある焦
点に集束させることができる。第２の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して焦点
から反射された第２の電磁放射線は受光することができる。第２の受光電磁放射線は、回
転された波長板を通してセンサの方向に向けることができる。第２の受光電磁放射線の強
度を示す第２の強度信号を発生させることができる。第１の強度信号を用いて角膜の前面
を識別することができ、第２の強度信号を用いて角膜の後面の少なくともいくつかの部分
を識別することができる。水晶体の前面を高いコントラストで撮像するために、複数の波
長板角度を利用する類似の手法が使用される。
【００９４】
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　レーザ手術システム１０は、レーザビーム源と眼の間にビーム経路に沿って位置決めさ
れた可変軸偏光システムを含むことができる。偏光システムは、出力ビームを第１の偏光
状態又は第２の偏光状態を有するように偏光するように構成することができる。偏光シス
テムは、第１の構成にある時に出力ビームのこの偏光状態を設定することができ、第２の
構成にある時に別の偏光状態を設定することができる。
【００９５】
　一部の実施形態において、波長板は、焦点からの反射電磁放射線をそれがセンサに到達
する前に受光するように更に位置決めしてそのように構成することができる。任意的に、
レーザ手術システム１０は、波長板を通過した反射電磁放射線をセンサに向けるように配
置された偏光ビームスプリッタを更に含むことができる。出力ビームの焦点の位置以外の
眼の位置からの反射電磁放射線を阻止するために、アパーチャを位置決めすることができ
る。
【００９６】
　一部の実施形態において、波長板は、第１の場所と第２の場所の間で回転可能とするこ
とができる。波長板は、第１の場所と第２の場所の間で４５度回転させることができる。
任意的に、波長板は、第１の場所と第２の場所の間で９０度回転させることができる。ビ
ームスキャナは、ＸＹ走査デバイスとＺ走査デバイスを含むことができる。ＸＹ走査デバ
イスは、出力ビームをその伝播に対して横断方向の２つの次元内に偏向するように構成す
ることができる。Ｚ走査デバイスは、ビームの収束角を変化させるように構成することが
できる。
【００９７】
　図２は、レーザ手術システム１０の一実施形態の詳細を略示している。具体的には、レ
ーザアセンブリ１２、共焦点検出アセンブリ１４、及び走査アセンブリ１８に関する例示
的構成を略示している。図示の実施形態に示すように、レーザアセンブリ１２は、超高速
（ＵＦ）レーザ３２（例えば、フェムト秒レーザ）と、アラインメントミラー３４、３６
と、ビーム拡大器３８と、２分の１波長板４０と、偏光子及びビーム廃棄デバイス４２と
、出力ピックオフ及びモニター４４と、システム制御式シャッター４６とを含むことがで
きる。レーザ３２によって出力された電磁放射線ビーム２８は、アラインメントミラー３
４、３６によって偏向することができる。多くの実施形態において、アラインメントミラ
ー３４、３６は、ビーム２８を下流光学構成要素を通る下流光路に位置合わせする機能を
与えるために、場所及び／又は向きにおいて調節可能とすることができる。次いで、ビー
ム２８は、その直径を増大させることができるビーム拡大器３８を通過することができる
。拡大されたビーム２８は、次いで、２分の１波長板４０を通過することができ、その後
に、偏光子を通過する。偏光子４２を射出するビームは、直線偏光状態にあるとすること
ができる。２分の１波長板４０は、この偏光を回転させることができる。偏光子４２を通
過する光の量は、直線偏光の回転角に依存する。従って、偏光子４２を有する２分の１波
長板４０は、ビーム２８の減衰器として機能することができる。この減衰から除外された
光は、ビームダンプ内に向けることができる。次いで、減衰されたビーム２８は、出力ピ
ックオフ及びモニター４４を通過し、次いで、システム制御式シャッター４６を通過する
ことができる。システム制御式シャッター４６を出力ピックオフ及びモニター４４の下流
に位置付けることにより、システム制御式シャッター４６を開く前に、ビーム２８の電力
を検査することができる。
【００９８】
　図示の実施形態に示すように、共焦点検出アセンブリ１４は、偏光又は非偏光のビーム
スプリッタのような偏光感応デバイス４８と、フィルタ５０と、集束レンズ５１と、ピン
ホールアパーチャ５２と、検出センサ５４とを含むことができる。偏光ビームスプリッタ
４８の下流には、４分の１波長板５６を配置することができる。レーザアセンブリ１２か
ら受光されるビーム２８は、偏光ビームスプリッタ４８を通過するように偏光することが
できる。次いで、ビーム２８は、４分の１波長板５６を通過することができ、それによっ
てビーム２８の偏光軸が回転される。好ましい回転量は、４分の１回転とすることができ
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る。患者の眼内の焦点から反射された後に、ビーム２８のうちで帰還する反射部分は、４
分の１波長板５６を逆に通過することができ、それによってビーム２８の帰還反射部分の
偏光軸が回転される。４分の１波長板５６を逆に通過した後に、ビームの帰還反射部分は
、眼から反射された光を偏光ビームスプリッタ４８によって完全に反射することができる
ように、９０°の合計偏光回転を受けることができる。例えば、撮像ターゲットの構造が
水晶体である場合に、角膜の複屈折に対処することができる。この場合に、波長板５６の
２回通過並びに角膜の２回通過が９０°の偏光回転に加え合わせられるように波長板５６
を調節及び／又は構成することができる。一部の実施形態において、角膜の複屈折は、図
７Ａに関して後に解説するように、角膜の撮像中に考慮することができる。角膜の複屈折
は患者毎に異なる可能性があるので、検出センサ５４に帰還する信号を最適化するために
、波長板５６の構成／調節を動的に行うことができる。一部の実施形態において、波長板
５６は、ある角度で回転させることができる。従って、ビーム２８の帰還反射部分は、フ
ィルタ５０を抜け、レンズ５１を抜けてピンホールアパーチャ５２に向けられるように、
偏光ビームスプリッタ４８によって少なくとも部分的に反射されるように偏光することが
できる。フィルタ５０は、当該波長以外の波長を阻止するように構成することができる。
ピンホールアパーチャ５２は、焦点以外の位置から反射されたビーム２８のいずれかの帰
還反射部分が検出センサ５４に到達することを阻止することができる。検出センサ５４に
到達するビーム２８の帰還反射部分の量は、ビーム２８の焦点の場所にある組織の性質に
依存するので、検出センサ５４によって発生される信号は、眼の構造に関する画像／位置
を生成するために関連の焦点位置に関するデータとの組合せで処理することができる。
【００９９】
　図示の実施形態に示すように、走査アセンブリ１８は、Ｚ走査デバイス５８とＸＹ走査
デバイス６０を含むことができる。Ｚ走査デバイス５８は、ビーム２８の収束／発散の角
度を変化させ、それによって焦点の位置をビーム２８の伝播方向に変更するように作動可
能とすることができる。例えば、Ｚ走査デバイス５８は、ビーム２８の収束／発散の角度
を変化させるためにビーム２８の伝播方向に制御可能に可動な１又は２以上のレンズを含
むことができる。ＸＹ走査デバイス６０は、ビーム２８の伝播方向に対して横断方向の２
つの次元内でビーム２８を偏向するように作動可能とすることができる。例えば、ｘｙ走
査デバイス６０は、ビーム２８の伝播方向に対して横断方向の２つの次元内でビーム２８
を走査するように制御可能に偏向可能な１又は２以上のミラーを含むことができる。従っ
て、Ｚ走査デバイス５８とＸＹ走査デバイス６０の組合せは、例えば患者の眼内で焦点を
３つの次元内で制御可能に走査するように作動させることができる。
【０１００】
　図示の実施形態に更に示すように、カメラ６２及び関連のビデオ照明６４は、走査アセ
ンブリ１８と統合することができる。カメラ６２とビーム２８は、対物レンズアセンブリ
２０を抜けて眼に至る共通の光路を共有することができる。ビーム２８をカメラによって
使用される照明波長と組み合わせる／そこから分離するために、ビデオダイクロイック６
６を使用することができる。例えば、ビーム２８は、約３５５ｎｍの波長を有することが
でき、ビデオ照明６４は、４５０ｎｍよりも長い波長を有する照明を放出するように構成
することができる。従って、ビデオダイクロイック６６は、４５０ｎｍよりも長い波長を
透過すると同時に３５５ｎｍの波長を反射するように構成することができる。
【０１０１】
　図３は、眼を撮像するための多くの実施形態によるレーザ手術システム１０の処理２０
０の作動の概略ブロック図である。レーザ手術システム１０は、ビーム源を用いて電磁放
射線ビームを発生させる（作動ブロック２０２）。レーザ手術システム１０は、電磁放射
線ビームをビーム源からスキャナまで眼の移動に応答して変化する光路長を有する可変光
路に沿って伝播させる（作動ブロック２０４）。レーザ手術システム１０は、電磁放射線
ビームを眼内の位置にある焦点に集束させる（作動ブロック２０６）。レーザ手術システ
ム１０のスキャナは、焦点を眼内の様々な位置に対して走査する（作動ブロック２０８）
。レーザ手術システム１０は、電磁放射線ビームのうちで焦点位置から反射された部分を
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可変光路に沿ってセンサに逆に伝播させる（作動ブロック２１０）。センサは、電磁放射
線ビームのうちで焦点位置から反射され、センサに伝播した部分の強度を示す強度信号を
発生させる（作動ブロック２１２）。
【０１０２】
　図４、図５、及び図６は、処理２００の一部として達成することができるオプションを
示している。例えば、レーザ手術システム１０は、眼の移動を受け入れるようにスキャナ
を支持するための第１の支持アセンブリを含むことができる（作動ブロック２１４）。レ
ーザ手術システム１０は、眼の移動を受け入れるように第１の支持アセンブリを更に支持
する第２の支持アセンブリを使用することができる（作動ブロック２１６）。第１の支持
アセンブリは、可変光路の一部分に沿ってスキャナに伝播するように電磁放射線ビームを
反射するように構成された第１の反射器を支持する（作動ブロック２１８）。ベースアセ
ンブリは、眼の移動を受け入れるように第２の支持アセンブリを支持する（作動ブロック
２２０）。第２の支持アセンブリは、可変光路の一部分に沿って伝播して第１の反射器上
に入射するように電磁放射線ビームを反射するように構成された第２の反射器を支持する
ことができる（作動ブロック２２２）。電磁放射線ビームのうちで焦点位置以外の位置か
ら反射された部分を阻止するために、電磁放射線ビームの反射部分をアパーチャに通すこ
とにより、センサは、強度信号を発生させる（作動ブロック２２４）。電磁放射線ビーム
が、偏光感応デバイスを通過し（作動ブロック２２６）、それによって電磁放射線ビーム
及び電磁放射線ビームのうちで焦点位置から反射された部分のうちの少なくとも一方の偏
光が修正される（作動ブロック２２８）。偏光感応デバイスは、電磁放射線ビームのうち
で焦点位置から反射された部分をセンサ上に入射するように反射する（作動ブロック２３
０）。
【０１０３】
　図７Ａは、本発明の一部の実施形態による眼の角膜を撮像するためのレーザ手術システ
ムの処理１００を示している。一部の状況では、共焦点検出器を用いて角膜を正確に撮像
することが望ましい場合がある。更に、例えば、角膜の厚みを決定するために、角膜の前
境界及び後境界を正確に識別又は検出することが望ましい場合がある。共焦点信号の強度
は、角膜の前面と裏面との間で有意に変化することができ、それによって検出が理想的な
場合よりも困難になる可能性がある。この強度変化は、共焦点検出器において信号損失を
もたらす可能性がある角膜の局所複屈折変化に関連付けることができる。更に、少なくと
も一部の眼では、角膜の複屈折特性が角膜の深度と共に変化する可能性がある。更に、角
膜複屈折特性は、横方向及び半径方向に予想不能な量で変化する可能性がある。従って、
一部の実施形態において、４分の１波長板を逆に通過する光の一部が、センサに向けてで
はなく光源に向けて反射されるように、この光を偏光ビームスプリッタを抜ける２回目の
通過時に９０度以外の角度だけ回転させることができる。図７Ａに提供している処理１０
０は、角膜の裏面を撮像する課題のうちの一部に対処することができる。処理１００は、
変数θがゼロに等しい状態で開始することができる（作動ブロック１０２）。変数θは、
波長板の初期場所に対する波長板の回転角を表すとすることができる。従って、波長板は
、処理１００の開始時（作動ブロック１０２）に初期場所にあるとすることができる。レ
ーザ手術システムが、ビーム源、例えば、レーザ３２を用いて電磁放射線ビームを発生さ
せる（作動ブロック１０４）。電磁放射線ビームは、初期偏光を有するように偏光される
（作動ブロック１０６）。電磁放射線ビームは、偏光感応デバイスを通過し（作動ブロッ
ク１０８）、波長板を通過する（作動ブロック１１０）。電磁放射線ビームは、眼内の位
置にある焦点に集束させることができ（作動ブロック１１４）、焦点を眼内の複数の異な
る位置に対して走査することができる（作動ブロック１１６）。電磁放射線ビームを集束
させること及び／又は電磁放射線の焦点を走査することに応答して、電磁放射線を焦点か
ら反射させて、レーザ手術システムによって受光することができる（作動ブロック１１８
）。受光反射電磁放射線は、波長板に通すことができ（作動ブロック１２０）、偏光感応
デバイスによってセンサに向けて更に反射することができる（作動ブロック１２２）。電
磁放射線のうちで焦点位置以外の位置から反射された部分は、例えば、アパーチャによっ
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て阻止することができる（作動ブロック１２４）。センサにより、受光反射電磁放射線の
強度を示す強度信号を発生させることができる（作動ブロック１２６）。角度θの大きさ
が９０度よりも大きいか又はそれに等しい（例えば、波長板がその初期場所から９０度回
転した）場合は（作動ブロック１２８）、レーザ手術システムは、眼の画像を発生させる
（作動ブロック１２９及び終了１３０）。角度θの大きさが９０度よりも小さい場合は（
作動ブロック１２８）、変数θを漸増量ｘだけ増大させることができる。波長板は、回転
角θだけ機械的に回転させることができる（作動ブロック１３４）。その後に、レーザ手
術システムはループバックし、角度θだけ回転された波長板を用いて作動ブロック１０４
～１２６を繰り返すことができる。処理１００は、波長板の初期場所から９０度だけ回転
された波長板を用いて段階１０４～１２６が実施された時に終了することができる。
【０１０４】
　明らかなように、処理１００の一実施形態において、レーザ手術システム１０は、変化
する波長板の向きに起因して変化する偏光度を有する１よりも多い電磁放射線ビームの焦
点で眼を走査する。この複数回走査、従って、複数個の強度信号は、角膜の前面及び後面
を撮像する際の角膜の複屈折に起因する欠点を補償するのに役立たせることができる。い
くつかの強度信号は、眼の角膜の前部からの強い強度信号を含む可能性がある。他の強度
信号は、眼の角膜の後部からの強い強度信号を含む可能性がある。一部の実施形態におい
て、前面及び後面のような角膜の前詳細部及び後詳細部を正確に識別するための複合信号
を形成するために、複数個の強度信号を部分的又は全体的に使用することができる。従っ
て、複数回走査は、局所角膜複屈折特性に起因する撮像信号損失を補償することができる
。
【０１０５】
　多くの実施形態において、上述の方法は、図１及び図２に示すレーザ手術システム１０
によって実施することができる。例えば、段階１０４を実施するには、レーザ３２を使用
することができる。段階１０６を実施するには、偏光及びビーム廃棄デバイス４２を使用
することができる。段階１０８では、電磁放射線ビームは、偏光ビームスプリッタ４８を
通過することができる。段階１１０を実施するには、電磁放射線ビームの初期偏光を修正
するために４分の１波長板５６を使用することができる。段階１１４及び段階１１６を実
施するには、ＸＹ走査デバイス６０及びＺ走査デバイス５８を使用することができる。段
階１２０では、反射電磁放射線を受光してその偏光を修正するために４分の１波長板５６
を使用することができる。段階１２２では、反射電磁放射線をセンサに向けて反射するた
めに偏光ビームスプリッタ４８を使用することができる。段階１２４を実施するには、ピ
ンホールアパーチャ５２を使用することができ、段階１２６を実施するには、検出器５４
を使用することができる。一部の実施形態において、方法１００に従って複数回走査を実
施するようにレーザ手術システム１０を事前プログラムすることができる。
【０１０６】
　変数ｘは、あらゆる区分値とすることができる。一部の実施形態において、ｘは、１度
、２度、３度、５度、１５度、３０度、４５度、又は９０度とすることができる。一部の
状況では、処理１００を迅速に実施することが望ましい場合がある。任意的に、処理１０
０は、ｘが９０度である場合に２回の走査で完了することができる。そのような実施形態
において、電磁放射線ビーム焦点で眼を２回走査することができる。この２回走査は、好
ましくは、連続走査の間又は最中の撮像システムに対する不用意な眼の移動の効果を最小
にするために行うことができる。図７Ｂ及び図７Ｃは、そのような処理によって発生され
た角膜８００からの２つの例示的強度プロファイルを示している。図７Ｂは、４分の１波
長板が４５度の初期場所を有する場合に発生された角膜８００からの反射電磁放射線の強
度プロファイルを示している。明らかなように、図７Ｂの走査は、角膜８００の前面８０
２において高めの強度プロファイルを含む可能性があるが、角膜８００の後面８０４のい
くつかの部分に向けて低めの強度を有する可能性がある。角膜８００の後面８０４に向か
う強度信号は、角膜８００の周囲に向けて低下する可能性がある。図７Ｂに示す走査の後
に、図７Ｃに示す２回目の走査を実施することができる。図７Ｃは、４分の１波長板が初
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期場所から１３５度まで９０度回転された後に発生された角膜８００からの反射電磁放射
線の強度プロファイルを示している。明らかなように、図７Ｃの走査は、４分の１波長板
が１３５度まで回転された場合に、角膜の前面８０２において低めの強度を有する強度プ
ロファイルを含む可能性がある。しかし、図７Ｃの走査は、角膜８００の後面８０４の一
部分において高めの強度を有する強度プロファイルを含む可能性がある。特に、図７Ｃの
走査は、角膜８００の後面の角膜８００の周囲の近くで高めの強度を有する強度プロファ
イルを与える可能性がある。従って、局所変化に対処して角膜８００の前面８０２と後面
８０４の両方をより正確に識別するために、図７Ｂ及び図７Ｃに示す２つの走査を合わせ
て使用することができる。任意的に、その後に、角膜の厚みを正確に計算することができ
る。
【０１０７】
　角膜の面プロファイルは、多くの方法のうちの１又は２以上で測定することができ、こ
のプロファイルは、角膜前面トポグラフィプロファイル、角膜後面トポグラフィプロファ
イル、又は角膜厚みプロファイルのうちの１又は２以上を発生された強度プロファイルか
ら得られるものとして含むことができる。多くの実施形態において、面プロファイルは、
３次元プロファイル表現を含み、外科レーザに統合された角膜トポグラフィシステム又は
角膜トモグラフィシステムからの角膜曲率測定値の抽出値のような１又は２以上の画像か
らの１又は２以上のパラメータの抽出値を含むことができる。１又は２以上のパラメータ
は、角位置、深度、弧長、及び切開部の前部から後部までの寸法のような眼の上の組織治
療パターンを決定するために使用することができる。例えば、面プロファイルは、複数の
弧状切開部の治療軸であって、これらの切開部がこの軸に対して横断方向の弧に沿って延
びるという治療軸を決定するために使用することができる。
【０１０８】
　多くの実施形態において、眼の光学面は、フーリエ変換、多項式、球面調和関数、テイ
ラー多項式、ウェーブレット変換、又はゼルニケ多項式のうちの１又は２以上に適用され
る。光学組織面は、例えば、角膜の前面、角膜の後面、水晶体嚢の前面、水晶体嚢の後面
、水晶体皮質の前面、水晶体皮質の後面、水晶体核の前面、水晶体核の後面、実質的に一
定の屈折率を有する水晶体の１又は２以上の前面、実質的に一定の屈折率を有する水晶体
の１又は２以上の後面、網膜面、中心窩面、ターゲット角膜面のような視覚を矯正するた
めのターゲット組織面、眼内水晶体の前面、又は眼内水晶体の後面のうちの１又は２以上
を含むことができる。
【０１０９】
　一実施形態において、図８に示す角膜１５０は、第１の複屈折を有する第１の領域１５
２と、第２の複屈折を有する第２の領域１５４と、を有する場合がある。この場合に、角
膜を撮像するのに、第１の電磁放射線ビームは、角膜１５０の第１の領域１５２を通して
眼内の第１の位置に向けることができる。第１の電磁放射線ビームは、第１の偏光を有す
ることができる。第２の電磁放射線ビームは、角膜１５０の第２の領域１５４を通して眼
内の第２の位置に向けることができる。第２の電磁放射線ビームは、第１の偏光とは異な
る第２の偏光を有することができる。第１及び第２の電磁放射線ビームを向ける段階に応
答して眼から反射された電磁放射線信号を用いて、第１及び第２の位置を網羅する眼の画
像を発生させることができる。従って、レーザ手術システム１０は、角膜複屈折特性にお
ける局所差に対処するために、異なる偏光を有する複数のビームを使用する単一複合画像
を与えることができる。
【０１１０】
　図９は、本発明の一部の実施形態による眼の角膜を撮像するためのレーザ手術システム
１０の別の処理４００を示している。一部の状況では、角膜の複屈折を補償して、角膜の
前境界及び後境界を正確に識別するために処理４００を使用することができる。レーザ手
術システム１０が電磁放射線ビームを生成し（作動ブロック４０２）、この電磁放射線ビ
ームを初期偏光を有するように偏光することができる（作動ブロック４０４）。電磁放射
線ビームは偏光感応デバイスを通過し（作動ブロック４０６）、楕円偏光される（作動ブ
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ロック４０８）。レーザシステム手術器１０は、楕円偏光電磁放射線ビームを眼内の位置
にある焦点に集束させ（作動ブロック４１２）、焦点を眼内の複数の異なる位置に対して
走査する（作動ブロック４１４）。レーザシステム手術器１０は、焦点から反射された電
磁放射線を受光する（作動ブロック４１６）。受光反射電磁放射線は偏光子を通過し（作
動ブロック４１８）、センサに向けて反射されるか又は誘導される（作動ブロック４２０
）。レーザ手術システム１０は、電磁放射線のうちで焦点位置以外の位置から反射された
部分を阻止することができる（作動ブロック４２２）。レーザ手術システム１０は、受光
反射電磁放射線の強度を示す強度信号を発生させることができる。
【０１１１】
　楕円偏光光は、例えば、ビームスプリッタを抜ける２回目の通過時に、１つの角度にお
いて直線偏光光を生成することにはならず、従って、信号が小幅の深度で変化することに
なるので、処理４００の一実施形態において、レーザ手術システム１０は、角膜の前部及
び後部を識別及び／又は撮像するのに楕円偏光光を使用することができる。
【０１１２】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、多くの実施形態によるレーザ手術システム１１を略示してい
る。レーザ手術システム１０は、レーザアセンブリ１２と、共焦点検出アセンブリ１４と
、共焦点バイパスアセンブリ１５と、伝達光路１７と、走査アセンブリ１８と、対物レン
ズアセンブリ２０と、患者インタフェースデバイス２２とを含む。レーザ手術システム１
１は、図２に示すレーザ手術システム１０に記述される要素を含む。一般的に共焦点バイ
パスアセンブリ１５は、少なくとも１つの光学要素１９を含み、反射電磁ビーム２９の一
部分を共焦点検出アセンブリ１４内のセンサに送出する少なくとも１つの光学要素（図示
せず）の周りに反射電磁ビーム２９（電磁ビーム２８の一部分）の光路を可逆的に迂回さ
せるように作動可能である。共焦点検出アセンブリ１４の光学要素をバイパスすることに
より、反射光２９は共焦点バイパスアセンブリ１４内のセンサに伝達されないので、撮像
システムは非作動にされる。図１０Ａに図示の実施形態において、共焦点バイパスアセン
ブリ１５は、電磁ビーム２８の光路をバイパスさせるように能動的に作動していない状態
で表しており、従って、図１０Ａでは、反射電磁ビーム２９の一部分は、伝達光路１６か
ら共焦点検出アセンブリ１４に伝播するように示され、それによってレーザ手術システム
１０の撮像システムが作動可能になる。この状態をレーザ手術システム１００の「撮像モ
ード」と呼ぶ場合がある。
【０１１３】
　図１０Ａの実施形態に従って作動する時には、電磁ビームは、好ましくは、組織を修正
しないように構成される。例えば、電磁ビームを組織修正に対する閾値レベルよりも小さ
いエネルギレベルを有するように減衰、又は他に修正することができる。これに代えて電
磁ビームは、撮像モードにおいても組織を修正するように構成することができる。
【０１１４】
　撮像モードの好ましい実施形態において、電磁ビーム２８の一部分は、焦点の場所の眼
球組織によって反射され、光路を逆に辿って共焦点検出アセンブリ１４に伝播する。具体
的には、電磁ビーム２８の反射部分２９は、患者インタフェースデバイス２２を逆に抜け
、対物レンズアセンブリ２０を逆に抜け、走査アセンブリ１５を逆に抜け（更にそれによ
って脱走査され）、伝達光路１５を逆に抜けて共焦点検出アセンブリ１４に進行する。多
くの実施形態において、本明細書で更に解説するように、電磁ビーム２８のうちで共焦点
検出アセンブリに至るまで逆進する反射部分２９はセンサ上に入射するように向けられ、
センサは、電磁ビームのこの入射部分の強度を示す強度信号を発生させる。眼内の焦点の
関連の走査に結合された強度信号は、例えば、角膜の前面、角膜の後面、虹彩、水晶体嚢
の前面、及び水晶体嚢の後面のような眼の構造を撮像／位置付けるために走査パラメータ
と共に処理することができる。
【０１１５】
　一般的に、伝達光路１７は、ビーム２８を共焦点検出アセンブリ１４又は共焦点バイパ
スアセンブリ１５から走査アセンブリ１８に向ける１又は２以上の光学要素を含む。伝達
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光路１７を図１Ａのレーザ手術システム１０の別個の構成要素として示すが、伝達光路１
７は任意的なものであることに注意しなければならない。他の実施形態において、伝達光
路１７は、様々な他の機能として機能することができる。例えば、別の実施形態において
、伝達光路１７は、図２の実施形態に関して記述した自由浮遊機構１６を含むか又はそれ
によって置換することができる。
【０１１６】
　図１０Ｂは、共焦点バイパスアセンブリ１５が電磁ビーム２８の光路に配置された場合
の図１Ａのレーザ手術システム１１を略示している。図１０Ｂでは、共焦点バイパスアセ
ンブリ１５は、電磁ビーム２８の反射部分が共焦点検出アセンブリ３０内のセンサに伝達
されないように共焦点検出アセンブリ１４の少なくとも１つの光学要素（図示せず）の周
りにビーム２８をバイパスさせる別の光路（すなわち、迂回光路）に沿って電磁ビーム２
８の光路を可逆的に迂回させるように作動可能である。図１０Ｂの実施形態において、共
焦点バイパスアセンブリ１５は、電磁ビーム２８の光路をバイパスさせるように能動的に
作動している状態で表しており、従って、図１０Ｂでは、電磁ビーム２８は、レーザアセ
ンブリ２０から共焦点バイパスアセンブリ１５を抜ける光路に沿って共焦点バイパスアセ
ンブリ１４の光学要素（図示せず）の周りを伝播するように示され、従って、電磁ビーム
２８のいかなる部分も共焦点検出アセンブリ１４のセンサ（検出器）に向けられない。本
明細書ではこの状態をレーザ手術システム１０の「非撮像モード」又はこれに代えて「治
療モード」と呼ぶ場合がある。
【０１１７】
　図１０Ｂの治療モードの多くの実施形態において、レーザアセンブリ２０によって放出
されたビーム２８は、共焦点バイパスアセンブリ１５内の固定光路に沿って伝達光路１７
に伝播する。伝達光路１７に到達すると、ビーム２８は、残りのレーザ手術システムを図
１０Ａの実施形態と同じか又は類似の方式で抜けて伝播する。具体的には、ビーム２８は
、図１０Ａに関して上述したように伝達光路１７に沿って進行し、次いで、走査アセンブ
リ１８に送出され、対物レンズアセンブリ２０、インタフェースデバイス２２を抜けて伝
播して患者２４に至る。
【０１１８】
　図１０Ｂの実施形態において、電磁ビーム２８の一部分は、焦点の場所にある患者の組
織によって反射され、電磁ビーム２８を送出した光路を逆に辿る光路に沿って伝播するこ
とに注意しなければならない。具体的には、電磁ビーム２８の反射部分は、患者インタフ
ェースデバイス２２を逆に抜け、対物レンズアセンブリ２０を逆に抜け、走査アセンブリ
１８を逆に抜け（更にそれによって脱走査され）、伝達光路１７を逆に抜けて進行する。
しかし、反射ビームは、電磁ビーム２８の光路を共焦点検出アセンブリ１４の少なくとも
１つの光学要素の周りで迂回光路に沿って再度バイパスさせる共焦点バイパスアセンブリ
１５に入射し、従って、反射光は、共焦点検出アセンブリ１４によって検出されない。
【０１１９】
　治療モードで作動する時には、ビーム２８の方向及び場所は、電磁ビームの伝播方向に
対して横断方向の平面内で迂回光路の入口とそこからの出口とにおいて好ましくは同じか
又は実質的に同じである。ビーム２８の方向及び場所は、ビーム特性がシステムレベルの
ターゲット仕様を満たすのに十分である限り、電磁ビームの伝播方向に対して横断方向の
平面内で迂回光路の入口とそこからの出口とにおいて実質的に同じであると見なされる。
【０１２０】
　更に、治療モードにおける共焦点バイパスアセンブリ１４の迂回光路からの射出時のビ
ーム２８の方向及び場所は、電磁ビーム２８の伝播方向に対して横断方向の平面内で撮像
モードにおける光路内の同じ場所におけるビーム２８の方向及び場所と同じか又は実質的
に同じである。
【０１２１】
　治療モードで作動する時には、電磁ビーム２８は、好ましくは、組織を修正することが
できるように構成される。例えば、電磁ビームは、好ましくは、組織修正に対する閾値レ
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ベルよりも大きいエネルギレベルを有する。
【０１２２】
　図１１は、撮像モードに従って眼を撮像する方法による処理５００の作動の概略ブロッ
ク図である。処理５００を実施するには、本明細書で説明するもののようなあらゆる適切
なデバイス、アセンブリ、及び／又はシステムを使用することができる。処理５００は、
ビーム源を用いて電磁ビームを発生させる段階（作動ブロック５０２）と、電磁ビームを
共焦点撮像アセンブリの少なくとも１つの光学要素を含む光路に沿ってビーム源からスキ
ャナに伝播させる段階（作動ブロック５０４）とを含む。処理５００は、電磁ビームを眼
内の位置にある焦点に集束させる段階（作動ブロック５０６）を含む。処理５００は、ス
キャナを用いて焦点を眼内の様々な位置に対して走査する段階（作動ブロック５０８）を
含む。処理５００は、電磁ビームのうちで焦点位置から反射された部分を反射電磁ビーム
をセンサに伝達する少なくとも１つの光学要素に光路を逆に辿って伝播させる段階（作動
ブロック５１０）を含む。処理５００は、センサを用いて、焦点位置から反射されてセン
サに伝播した電磁ビームの強度を示す強度信号を発生させる段階（作動ブロック５１２）
を含む。
【０１２３】
　図１２は、撮像モードから非撮像モードに作動を可逆的に切り換えるための処理５０１
であり、レーザ源を用いて電磁ビームを発生させる段階（作動ブロック５０２）と、電磁
ビームを共焦点撮像アセンブリの少なくとも１つの光学要素を含む光路に沿ってビーム源
から伝播させる段階（作動ブロック５０４）と、共焦点バイパスアセンブリを光路の中に
移動し、それによって電磁ビームを共焦点撮像アセンブリの少なくとも１つの要素の周り
にバイパスさせる段階（作動ブロック５１４）と、バイパスした電磁放射線をスキャナに
伝播させる段階（作動ブロック５１６）と、スキャナを用いて焦点を眼内の様々な位置に
対して走査する段階（作動ブロック５１８）と、焦点位置から反射された電磁ビームのい
ずれかの部分が少なくとも１つの光学要素によって共焦点バイパスアセンブリのセンサに
伝達されるのを防ぐ段階（作動ブロック５２０）と、共焦点バイパスアセンブリを光路の
外に移動する段階（作動ブロック５２２）とを含むことができる。
【０１２４】
　共焦点バイパスアセンブリの一実施形態７００を図１３に示している。共焦点バイパス
アセンブリ７００は、起動アーム７２０の一端に固定可能に接続され、先端７１６によっ
て定位置に固定されたアーム７１５を有するプッシュソレノイド７１０を含む。図５の実
施形態において、プッシュソレノイド７１０は、ベース７５０に固定可能に装着されたフ
レーム４１７内に保持される。プッシュソレノイドのアーム７１５は、「Ａ」方向に可逆
的に移動する。起動アーム７２０の他端は、バイパス光学要素７３０が上部に装着された
プラットフォーム７３５を有する担体７２５に接続される。共焦点バイパスアセンブリ７
００は、「Ａ」方向に沿って相互移動する２つの側面を有するスライド部材７４５を更に
含むことができる。図５の実施形態において、担体７２５は、スライド７４５の一方の側
面に固定可能に接続され、プッシュソレノイド７１０を保持するフレーム７１７は、スラ
イド７４５の他方の側面に固定可能に接続され、それによってプッシュソレノイドと担体
とは、互いに対して方向「Ａ」に移動する。
【０１２５】
　作動時に、図５の実施形態において、プッシュソレノイド４１０のアーム７１５は、プ
ッシュソレノイドの本体から離れるように方向「Ａ」に移動し、アーム７１５のこの移動
は、起動アーム７２０を通して担体７２５に伝達され、スライド７４５の作用によってプ
ッシュソレノイドの本体に対する同じ「Ａ」方向の担体７２５の移動をもたらす。このよ
うにして、バイパス光学要素７３０は、電磁ビームの電磁経路の光路内に持ち上げられる
。次いで、プッシュソレノイド７１０のアーム７１５を制御電子機器の制御下でプッシュ
ソレノイド７１０の本体に向けて移動することによってバイパス光学要素７３０を光路か
ら取り出すことができ、それによってバイパス光学要素７３５がビーム２８の光路の外に
移動される。
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【０１２６】
　一般的に、共焦点バイパスアセンブリは、電磁ビームの光路の中に挿入されてビームを
共焦点検出アセンブリの少なくとも１つの光学要素の周りにバイパスさせる、本明細書で
はバイパス光学要素と呼ぶ１又は２以上の光学要素を含む。それによって共焦点バイパス
アセンブリは、共焦点検出アセンブリの１又は２以上の光学要素の周りに、本明細書では
迂回光路と呼ぶ別の光路を確立する。従って、共焦点バイパスアセンブリは、撮像モード
又は治療モードが望ましい時に、システム制御電子機器の制御下で１又は２以上のバイパ
ス光学要素を電磁ビームの光路の内外に可逆的に移動するように構成しなければならない
。当業者は、この場合に、光路の内外への光学要素の可逆移動が多くの方法で達成できる
ことを認識するであろう。
【０１２７】
　好ましい実施形態において、バイパス光学要素は、当該バイパスプリズムの中での一連
の反射によってビーム２８を共焦点検出アセンブリの光学要素の周りにバイパスさせるよ
うに設計されたバイパスプリズムである。一実施形態において、バイパスプリズムは、単
一の一体ユニットを形成するように任意的に互いに接合することができる２つの偏菱形プ
リズムから構成される。これに代えて、ビームを共焦点検出アセンブリの光学要素の周り
にバイパスさせる上でミラーセットを使用することができる。
【０１２８】
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、レーザ手術システムのある一定の態様を示し、バイパス光学
要素としてバイパスプリズムを含む共焦点バイパスアセンブリの作動を示している。図１
４Ａでは、バイパス要素は、光学ビーム２８の下にあり、上から見た時の共焦点検出アセ
ンブリに対するバイパス要素の相対的な場所を指定するために、この要素を破線に示して
いる。図１４Ａでは共焦点バイパスアセンブリが光路に存在しないので、図１４Ａは、撮
像が有効なシステムモードを示している。図１４Ａでは、電磁ビーム２８は、ビームスプ
リッタ（ＢＳ）３０５を通過し、次いで、スキャナに送出され、更に、光をターゲット組
織上に集束させる対物系に送出される（図示せず）。ターゲット組織から帰還する散乱光
２９は、再度ビームスプリッタ３０５を抜けるように向けられ、更に、集束レンズ３１０
、ピンホールアパーチャ３１５、及びセンサ（光検出器）３２０に向けられる。
【０１２９】
　好ましくは、ビームスプリッタ３０５は、電磁ビーム２８の一部分だけしかターゲット
に透過させず、その結果、高電力の除外ビーム３１がダンプ３０１に向けられ、同時に電
磁ビーム２８の残りの部分が光源からスキャナに伝播する、というようにビーム２８を減
衰するように構成される。好ましくは、ビームスプリッタは、入射光のうちの２０％未満
、より好ましくは９０％未満、より好ましくは９５％未満、より好ましくは入射光のうち
の９９％又はそれ未満、を透過させる。更に、ビームスプリッタ３１０は、センサ３２０
に向けられる帰還散乱光２９の高い反射率を有するように構成される。好ましくは、ビー
ムスプリッタは、反射光のうちの８０％、より好ましくは反応光のうちの９０％、より好
ましくは反射光のうちの９５％、より好ましくは反射光のうちの９９％又は９９％超を反
射する。こうして図１４Ａの撮像モードでは、ビームスプリッタ３０５を射出するビーム
２８は減衰され、撮像に対して最適化される。ビームスプリッタ３０５を射出するビーム
２８は、ターゲット組織を修正するのに十分である必要はなく、好ましい実施形態におい
て、ビーム２８は、ビームスプリッタ３０５を射出してターゲット組織に向けて伝播する
時にターゲット組織を修正するようには構成されない。
【０１３０】
　好ましくは、ビームスプリッタ３０５は、ビーム２８の光路内に固定され、偏光ビーム
スプリッタではない（すなわち、ビームスプリッタ３０５は、反射光の偏光特性に基づい
てビームを分割するようには作動しない）。より好ましくは、ビームスプリッタ３０５は
ビームスプリッタプリズムである。
【０１３１】
　図１４Ｂは、ビームスプリッタ３０５に近い光路内に挿入されたバイパスプリズム３０



(26) JP 6498692 B2 2019.4.10

10

20

30

40

50

２を示している。バイパスプリズム３０２が、図１４Ｂに示すようにビーム２８の光路内
に挿入されると、ビーム２８は、点Ｃにおいて迂回光路に入射し、バイパスプリズム３０
２の本体内で迂回光路を形成する一連の反射を受けることでバイパスプリズム３０２によ
ってビームスプリッタの周りに向けられ、その後に、バイパスプリズムを点Ｂにおいて射
出する。光路を確立するのに必要とされる厳密な反射回数は必ずしも限定されないが、ビ
ーム２８の場所、方向、及び向きが、ビーム２８が迂回光路に入射する点（図１４Ｂの点
Ｃ）及び光路を射出する点（図１４Ｂの点Ｂ）で同じに留まるように、合計反射回数は偶
数でなければならない。図１４Ｂでは、一連の４回の反射を示しており、各反射角が直角
であるように表されており、これらは好ましいが、いずれも必要とされない。当業者は、
様々な反射角を使用する迂回光路に沿って偶数回の反射を達成するために迂回光路を様々
な光学要素で構成することができることを認識するであろう。
【０１３２】
　好ましくは、電磁ビーム２８の方向及び向きは、電磁ビーム２８が迂回光路を射出する
点（図１４Ｂの点Ｂ）と、撮像モードの光路内の同じ位置（図１４Ａの点Ｂ）と、で同じ
か又は実質的に同じに留まる。「実質的に同じ」は、ビーム特性が、システムレベルのタ
ーゲット仕様を満たすのに十分であることを意味する。
【０１３３】
　ビーム２８をビームスプリッタ３０５の周りにバイパスさせることにより、ビームスプ
リッタプリズム３００の電力減衰が回避され、撮像光路に対して必要とされる照準精度が
得られ、レーザビームは、ターゲット上に集束させるための顕微鏡対物系の方向に向けら
れる。好ましくは、図１４Ｂの治療モードでは、電磁ビームは、ターゲット組織を修正す
るように構成される。
【０１３４】
　バイパスプリズム及び共焦点バイパスアセンブリを使用するシステムの一実施形態を図
１５Ａ及び図１５Ｂに示している。システム３５０は、制御電子機器３２５と、光源３２
０と、光学減衰器３４０と、ビーム拡大器３３５と、任意的な光学可変ビーム減衰器３４
０と、別個の集束レンズ組合せ３４５と、走査手段３５０とを含む。光源３２０の光ビー
ム３２８は、ビームスプリッタを抜けて伝播し、レンズ３６０を通してそのターゲット位
置３７５に集束される。更に、ターゲット構造３７５から反射された光は、再度ビームス
プリッタ３０５を抜けて誘導され、レンズ３１０に迂回される。ターゲット構造３７５内
のレーザビーム焦点の共役部（ｃｏｎｊｕｇａｔｅ）としての反射ビームの焦点スポット
内に、アパーチャピンホール３１５が配置される。ビームアパーチャ３１５を抜けて反射
される電磁ビームの強度が検出され、制御ユニット３２５によって読み取ることができる
電気信号に変換される。図１５Ａ及び図１５Ｂの実施形態において、治療部位の画像は、
ＣＣＤカメラ又はＣＭＯＳカメラとすることができる画像捕捉デバイス３７０上にレンズ
３６５によって撮像される。この信号も制御ユニット３２５に送信される。
【０１３５】
　図１６は、バイパスアセンブリを含む別の実施形態による眼を撮像かつ治療するのに使
用されるレーザ手術システム１０００を示している。レーザ手術システム１０００は、図
２に示すレーザ手術システム１０に記述される要素を含む。更に、レーザ手術システム１
０００は、低レベルにおける撮像と高レベルにおける治療とに必要とされる異なる電力レ
ベルを管理し、同時に撮像光路と治療光路の間の切り換えを管理することができる。同時
に、この管理は、全体のアセンブリを機械設計の選択に依存しないようにする方式で行う
べきである。レーザ手術システム１０００は、基準面の位置を決定するために低電力撮像
モードにおいて眼球構造を撮像する段階と、次いで、第２の高電力治療モードにおいてこ
の情報を用いて治療を行う段階と、を更に含むことができる。
【０１３６】
　一実施形態において、レーザ手術システム１０００は、角膜の偏光回転に伴ってもたら
される問題を回避するために、偏光要素を利用しない。この問題回避は、撮像に向けて当
該ビームを分離するのに高比率非偏光ビームスプリッタ１０４８を利用することによって
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達成される。このビームスプリッタ１０４８の高い分割比は、第１に安全な撮像に向けて
利用することができる用量への入射電力の低減、及び第２に撮像ターゲット構造からの光
に対する高反射器としての機能、という２つの方式で機能する。高エネルギレベルでの治
療を実質的にするために、第１の高コントラストビームスプリッタ１０４８をバイパスし
てこのスプリッタ１０４８の周りで利用可能な全てのレーザ光を経路変更するための第２
の可動光学要素１０１４がビーム経路に挿入される。このバイパス要素１０１４は、１つ
又は複数のプリズム又はミラーを有することができる。この実施形態を使用する利点は、
バイパス要素１０１４の移動に対する機械的変化への高い許容量にある。高コントラスト
ビームスプリッタ１０４８だけを移動することができるが、上述の機械的変化を可能にす
る機械的許容量は非常に高くなる。全ての許容量は、バイパスアセンブリ１０１４を利用
することによって１桁だけ緩和される。
【０１３７】
　一実施形態において、レーザ手術システム１０００は、第１の偏光を有する第１の電磁
放射線ビームを眼内の位置にある焦点に集束させる。レーザ手術システム１０００は、第
１の偏光状態とは異なる第２の偏光状態を有する第２の電磁放射線ビームを眼内の位置に
ある焦点に更に集束させることができる。更に、レーザ手術システム１０００は、第１の
電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す
第１の強度信号を発生させ、第２の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して眼から
反射された電磁放射線の強度を示す第２の強度信号を発生させることができる。次いで、
第１及び第２の強度信号を用いて眼の１又は２以上の画像を発生させることができる。
【０１３８】
　一実施形態において、第１及び第２の電磁放射線ビームは、ビームスキャナを用いて集
束させることができる。更に、レーザ手術システム１０００は、第１の電磁放射線ビーム
の焦点を眼の第１の領域内の複数の異なる位置に対して走査することができ、第２の電磁
放射線ビームの焦点を眼の第２の領域内の複数の異なる位置に対して走査することができ
る。第１の電磁放射線ビームの焦点を走査する段階に応答して眼から反射された電磁放射
線の強度を示す第１の強度プロファイルを発生させることができる。第２の電磁放射線ビ
ームの焦点を走査する段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第２の強
度プロファイルを発生させることができる。一部の実施形態において、第１の強度プロフ
ァイルと第２の強度プロファイルとを用いて眼の１つの画像が発生される。例えば、眼の
角膜を撮像する段階では、第１の強度プロファイルを用いて角膜の前面を識別することが
でき、第２の強度プロファイルの少なくとも一部分を用いて角膜の後面を識別することが
できる。別の実施形態において、第１の電磁放射線ビームは第１の偏光を有し、第２の電
磁放射線ビームは、第１の偏光とは異なる第２の偏光を有する。
【０１３９】
　ビームスキャナは、第１及び第２の電磁放射線ビームをこれらの電磁放射線ビームの伝
播に対して横断方向の２つの次元内に偏向するように構成されたＸＹ走査デバイス１０６
０を含むことができる。一部の実施形態によるＸＹ走査デバイス１０６０を用いて、第１
及び第２の電磁放射線ビームの焦点は、２つの次元内で走査することができ、それによっ
て少なくとも２つの次元を有する画像を発生させることができる。
【０１４０】
　ビームスキャナは、眼内でビームの収束深度を変化させるように構成されたＺ走査デバ
イス１０５８を更に含むことができる。一部の実施形態において、Ｚ走査デバイス１０５
８は、ビームの収束角を変化させることができる。この場合に、第１及び第２の電磁放射
線ビームの焦点は、ＸＹ走査デバイス１０６０及びＺ走査デバイス１０５８を用いて３つ
の次元内で走査することができる。従って、一部の実施形態により、眼の画像は、３次元
とすることができる。
【０１４１】
　一実施形態において、センサ１０５４によって第１及び第２の強度信号を発生させるこ
とができる。センサ１０５４は共焦点センサとすることができ、更にレーザ手術システム



(28) JP 6498692 B2 2019.4.10

10

20

30

40

50

１０００は、第１及び第２の電磁放射線ビームの焦点の位置以外の眼の位置から反射され
た電磁放射線がセンサ１０５４に到達するのを阻止することができる。
【０１４２】
　一実施形態において、電磁放射線ビームを第１の偏光を有するように偏光させるために
、電磁放射線ビームを第１の場所にある波長板、すなわち図２に示すような波長板、に通
すことによって第１の電磁放射線ビームを発生させることができる。波長板は、第２の場
所にある角度だけ回転させることができる。電磁放射線ビームを第２の場所にある波長板
に通すことにより、第２の電磁放射線ビームを発生させることができる。この波長板は、
４分の１波長板とすることができる。一部の実施形態において、波長板は、第２の電磁放
射線ビームを発生させるためにある鋭角の角度だけ回転させることができる。一部の実施
形態において、波長板は、第２の電磁放射線ビームを発生させるために９０度回転させる
ことができる。一部の実施形態において、第１及び第２の電磁放射線ビームをファラデー
回転子又は回転ビームスプリッタを使用することによって第１及び第２の偏光を有するよ
うに偏光することができる。
【０１４３】
　第１の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して眼から反射された電磁放射線は、
第１の場所にある波長板を通過する。更に、第２の電磁放射線ビームを集束させる段階に
応答して眼から反射された電磁放射線を第２の場所にある波長板に通すことができる。
【０１４４】
　別の実施形態において、レーザ手術システム１０００は、第１の偏光を有する第１の電
磁放射線ビームの焦点を眼内の複数の位置に対して走査することができる。レーザ手術シ
ステム１０００は、第１の偏光とは異なる第２の偏光を有する第２の電磁放射線ビームの
焦点を眼内の複数の位置の少なくとも一部分に対して更に走査することができる。第１の
電磁放射線ビームを走査する段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第
１の強度プロファイルを発生させることができる。更に、第２の電磁放射線ビームを走査
する段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第２の強度プロファイルを
発生させることができる。第１及び第２の強度プロファイルを用いて眼の画像を発生させ
ることができる。
【０１４５】
　図１７は、一実施形態による治療モードに使用されるバイパスアセンブリ１０１４を示
している。図示のように、電磁放射線ビームは、バイパスアセンブリ１０１４のバイパス
ミラー又はバイパスプリズムの方向に向けられ、ビームスプリッタ１０４８をバイパスす
る。その結果、１００％の電磁放射線ビームが下流に進行し、治療モードに向けて高い電
力レベルを与える。図１８は、一実施形態による撮像モードに使用されるシステム１００
０を示している。この実施形態において、電磁放射線ビームは、非偏光ビームスプリッタ
及びダンプ１０４８の方向に向けられ、バイパスアセンブリ１０１４をバイパスする。非
偏光ビームスプリッタは１／９９％ビームスプリッタである。その結果、電磁放射線ビー
ムのうちの９９％がダンプの方向に向けられ、電磁放射線ビームのうちの１％が患者の眼
に向けて下流に進行し、撮像に向けて低い電力レベルがもたらされる。患者の眼内の焦点
から反射された後に、ビームの帰還反射部分は再度ビームスプリッタによって誘導される
。その結果、ビームの反射部分のうちの９９％が、撮像に向けてセンサ１０５４上に向け
られる。
【０１４６】
　１つ又は複数のミラー又はプリズムを有するバイパスアセンブリ１０１４の他の実施形
態を使用することができることに注意しなければならない。例えば、図１９及び図２０は
、治療モードにあるバイパスアセンブリ１０１４の他の実施形態を示している。図１９で
は、ある角度で位置決めされた２つのミラー又はプリズムが第３のプリズムに更に接続さ
れる。図２０では、バイパスアセンブリ１０１４は、図示のように４つのミラー又はプリ
ズムを利用する。
【０１４７】
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　図２１は、本発明の一実施形態により眼球、例えば角膜、を撮像かつ治療するためのレ
ーザ手術システム１０００の処理１１００を示している。レーザ手術システム１０００は
、ビーム源を用いて電磁放射線ビームを発生させる（作動ブロック１１１０）。システム
１０００が治療モードにある場合は（作動ブロック１１２０）、システム１０００は、電
磁放射線ビームをバイパスアセンブリ１０１４に伝播させる（作動ブロック１１３０）。
システム１０００が撮像モードにある場合は（作動ブロック１１２０）、システム１００
０は、電磁放射線ビームを偏光ビームスプリッタ及びダンプ１０４８に伝播させる（作動
ブロック１１４０）。ビームスプリッタは、帰還ビーム（すなわち、反射ビーム）におい
ては実質的に非偏光状態にあるだけでよいことに注意しなければならない。放出ビーム（
透過ビーム）は、事前に内在偏光状態にあるとすることができ、正しい放出ビーム透過が
発生する限り、偏光依存又は偏光非依存のいずれかとすることができる。撮像モードでは
、電磁放射線ビームの一部が眼内の焦点位置から反射される時に、システム１０００は、
撮像に向けて反射電磁放射線ビームの一部分をセンサ１０５４に伝播させる（作動ブロッ
ク１１５０）。
【０１４８】
　更に、上述の方法のうちの一部は、波長板、より具体的には４分の１波長板を使用する
ものとして記述したが、他の可変軸偏光システムを使用することができることを理解しな
ければならない。例えば、処理１００及び４００の一部の実施形態において、レーザ手術
システム１０は、空間光変調器（例えば、液晶パネル）、２又は３以上の遅延波長板、フ
ァラデー回転子、及び回転偏光ビームスプリッタなどを使用することができる。
【０１４９】
　一部の実施形態において、偏光回転程度が組織状態のインジケータでありかつ計画され
た治療の反復を招く可能性がある他の治療用途において、角膜偏光に関する知識を使用す
ることができる。例えば、角膜の位相差は、角膜菲薄化のような疾患進行のインジケータ
とすることができ、又は角膜組織の強靭さを示すことができ、これは、次に、角膜の弧状
切開部又は乱視矯正に使用される角膜輪部減張切開部を正しく計算するのに価値があると
考えられる。
【０１５０】
　多くの実施形態において、角膜切開部のような角膜の切開部の位置を決定するために、
角膜の１又は２以上の測定値が入力パラメータと共に使用される。１又は２以上の測定値
は、多くの方法で、例えば、角膜のトポグラフィ又はトモグラフィを測定するのに使用さ
れる画像を用いて、又は眼を撮像することなく、達成することができる。１又は２以上の
測定値が得られる場合に、１又は２以上の追加の画像を達成することができ、測定座標と
切断座標を位置合わせするために、これらの１又は２以上の追加の画像を測定値と組み合
わせて使用することができる。
【０１５１】
　多くの実施形態において、角膜の面プロファイルは、多くの方法のうちの１又は２以上
で測定され、角膜前面トポグラフィプロファイル、角膜後面トポグラフィプロファイル、
又は角膜厚みプロファイルのうちの１又は２以上を含むことができる。多くの実施形態に
おいて、面プロファイルは、３次元プロファイル表現を含み、例えば、外科レーザに統合
された角膜トポグラフィシステム又は角膜トモグラフィシステムからの角膜曲率測定値の
抽出値のような１又は２以上の画像からの１又は２以上のパラメータの抽出値を含むこと
ができる。当該１又は２以上のパラメータは、角位置、深度、弧長、及び減張切開部の前
部から後部までの寸法のような、眼上の組織治療パターンを決定するために使用すること
ができる。
【０１５２】
　図２２は、本明細書で説明する眼を撮像するための多くの実施形態による提案切開部を
有する眼を撮像する処理９００の概略図である。図２３Ａ～図２３Ｂは、本発明の実施形
態に従って発生された眼の角膜の例示的切開部概観表示を示している。図２２及び図２３
Ａ～図２３Ｂを弧状切開部を用いて説明するが、レーザ切断部試写画像は、弧状切開部に



(30) JP 6498692 B2 2019.4.10

10

20

30

40

50

限定されず、主切開部及び側口切開部、並びに眼内のいずれかの他の切開部に対して発生
させることができる。
【０１５３】
　処理は、レーザ手術システム１０等により、本明細書の実施形態のうちのいずれかにお
いて解説した眼の画像を取得する段階で開始することができる（作動ブロック９０２）。
次いで、レーザ切開部を定める複数のパラメータが受信される（作動ブロック９０４）。
例えば、弧状切開部切断のパラメータは、切断タイプ、軸（度）、光学域（ｍｍ）、長さ
（ｍｍ）、中心法、水平スポット間隔（μｍ）、垂直スポット間隔（μｍ）、パルスエネ
ルギ（μｊ）、前部密度、前部線距離（μｍ）、中心線密度、非切断前部（μｍ）、非切
断後部（μｍ）、及び斜め切断角（度）を含むことができる。切断タイプは、単一、対称
、非対称、及び円環を含むことができる。非切断前部及び非切断後部は、百分率値として
入力し、角膜前部及び角膜後部それぞれからの切断部のマージンを示している。これらの
パラメータは、入力するか又は予め決めることができる。図２３Ａは、前部１２０４及び
後部１２０６を含む角膜の画像１２００を示している。角膜画像１２００と同じ断面平面
のものである弧状切開部１２０２の試写が角膜画像上に重ね合わされる。図２３Ａだけか
らは、切開部１２０２の１つの平面しか示されていないので、ユーザは、切開部がその全
長を通して角膜を貫通しないことを検証することができない。
【０１５４】
　次いで、眼の２次元画像が、切断部の長さと深度との交線によって定められる平面に発
生される（作動ブロック９０６）。特に、この画像は、切開軸と、切開軸に対して横断方
向の切開長との平面にある。画像は、図２３Ｂに示し、下記でより詳細に説明するように
、角膜前部及び角膜後部を含むことができ、角膜前部及び角膜後部を強調表示するための
画像品質処理を含むことができる。受信された切断パラメータに基づいて、弧状切開部の
円錐面のような切断部の３次元表現が発生される（作動ブロック９０８）。発生された切
断部の３次元表現から、切断部の長さに沿う円錐面の３次元断面が決定される（作動ブロ
ック９１０）。この「切断部に沿う」画像は、弧状切開部を含む円錐面のセクションを表
す点のセットとして定められる。眼の２次元画像上に３次元断面を表示するために、３次
元面の点が画像の２次元平面上にマッピングされるように、「切断部に沿う」画像が３Ｄ
投影等によって必然的に変形される（作動ブロック９１２）。これに代えて、眼の上に弧
状切開部を重ねるために、３次元表現内の点セットを円錐面内の共通角度値が２次元画像
の同じ列内にあるように設定することができる。３次元表現が２次元眼画像上にどのよう
に表示されるにせよ、重ね合わせ画像は、ユーザが見ることができるシステムのディスプ
レイ上に検証に向けて表示される（作動ブロック９１４）。これに代えて、システム１０
のプロセッサは、提案切断部が角膜の前部又は後部と交差するか否かを決定するための検
証を実施することができる。
【０１５５】
　図２３Ｂは、ユーザに表示される眼の画像上に重ね合わされた切断部に沿う画像の例示
的表示１２５０である。陰付き部位１２５２は、切断部の長さに沿う提案切断部を表して
いる。特に、施術者が、陰付きの弧状切開部位１２５２がいかなる点でも角膜後部を貫通
しないことを検証するために、角膜前部１２５４及び角膜後部１２５６を実線及び破線そ
れぞれで強調している。弧状切開部１２５２は、２次元眼画像上への３次元面の投影であ
り、切開部が角膜の後面を単一断面だけではなく切断部に沿うあらゆる点で貫通するか否
かを施術者が視覚的に決定することを可能にする。「切断部に沿う」画像は、レーザパル
ス毎に１つのピクセルを生成する共焦点撮像を用いて、又は各パルスに対してＡ回の垂直
ピクセル走査をもたらすＯＣＴによって、発生させることができる。
【０１５６】
　図２３Ａの切開部試写画像は切開部の１つの平面だけしか表示していないが、図２３Ｂ
の切開部試写は、切断部の全長に沿う提案切開部を表示しており、それによって提案切断
部が、切断部の長さに沿うあらゆる点で角膜を横断することになるか否か、を施術者が正
確に検証することが可能になる。
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【０１５７】
　一実施形態において、レーザ手術システム１０は、治療計画に対応する複数のパラメー
タを受信し、治療計画の３次元表現を発生させ、３次元表現を眼の画像上にマッピングし
、マッピングされた画像を治療計画に向けて表示する。治療計画は、弧状切開を含む。シ
ステムは、弧状切開部が角膜に位置することを検証することができる。受信パラメータは
、治療軸と、この軸に対して横断方向の治療長さとを含むことができる。眼の画像は、傾
斜軸と治療長さとの平面にある。３次元表現は、それを２次元空間の上に投影することに
よって眼の画像の上にマッピングされる。表示画像は、前部及び後部を含む眼の角膜を含
む。角膜の前部及び後部は強調される。治療計画は、主切開部及び側口切開部の一方を含
むことができる。
【０１５８】
　一実施形態において、レーザ手術システム１０は、第１の電磁放射線ビームを眼内の位
置にある焦点に集束させ、更に、第２の電磁放射線ビームを眼内のこの位置にある焦点に
集束させる。第１の電磁放射線ビームを集束させる段階に応答して眼から反射された電磁
放射線の強度を示す第１の強度信号が発生される。第２の電磁放射線ビームを集束させる
段階に応答して眼から反射された電磁放射線の強度を示す第２の強度信号が発生される。
第１及び第２の強度信号を用いて、眼の１又は２以上の画像が治療計画に向けて発生され
る。治療計画に対応する複数のパラメータが受信される。治療計画の３次元表現が発生さ
れる。３次元表現は、眼の画像の上にマッピングされる。マッピングされた画像が治療計
画に向けて表示される。
【０１５９】
　一実施形態において、レーザ手術システムは、眼に向けてビーム経路に沿ってビームを
出力するように構成されたレーザビーム源を含む。ビームスキャナは、出力ビームを眼内
の複数の位置に向けるように構成される。眼からの反射電磁放射線を受光するために、セ
ンサが配置される。プロセッサは、治療計画に向けて第１及び第２の強度信号を用いて眼
の１又は２以上の画像を発生させるように構成される。ユーザ入力デバイスは、治療計画
に対応する複数のパラメータを受信するように構成される。プロセッサは、治療計画の３
次元表現を発生させ、３次元表現を眼の画像の上にマッピングする。ディスプレイは、マ
ッピングされた画像を治療計画に向けて表示するように構成される。
【０１６０】
　図２４及び図２５は、それぞれが多くの実施形態によるレーザ手術システム６００及び
６５０を略示している。図２４のレーザ手術システム６００は、レーザアセンブリ１２と
、共焦点検出アセンブリ１４と、自由浮遊機構１６と、走査アセンブリ１８と、対物レン
ズアセンブリ２０と、患者インタフェース２２と、通信経路３０２と、制御電子機器３０
４と、制御パネル／グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）３０６と、ユーザイン
タフェースデバイス３０８とを含む。制御電子機器３０４は、メモリ３１２を含むプロセ
ッサ３１０を含む。患者インタフェース２２は、患者２４とのインタフェースとして作用
するように構成される。制御電子機器３０４は、通信経路３０２を通してレーザアセンブ
リ１２、共焦点検出アセンブリ１４、自由浮遊機構１６、走査アセンブリ１８、制御パネ
ル／ＧＵＩ３０６、及びユーザインタフェースデバイス３０８と作動的に結合される。図
２５のレーザ手術システム６５０は、これに加えて、共焦点バイパスアセンブリ１５を含
み、自由浮遊機構１６のための伝達光路１７を置換する。しかし、レーザ手術システム６
５０では、自由浮遊アセンブリ１６が伝達光路１７を置換することができることに注意す
べきである。
【０１６１】
　走査アセンブリ１８は、Ｚ走査デバイスとＸＹ走査デバイスとを含むことができる。レ
ーザ手術システム３００は、電磁放射線ビーム２８を３つの次元内で走査される焦点に集
束させるように構成することができる。Ｚ走査デバイスは、焦点の位置をビーム２８の伝
播方向に変化させるように作動可能とすることができる。ＸＹ走査デバイスは、焦点の位
置をビーム２８の伝播方向に対して横断方向の２つの次元内で走査するように作動可能と
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することができる。従って、Ｚ走査デバイスとＸＹ走査デバイスとの組合せは、患者２４
の組織、例えば眼球組織内、を含む３つの次元内でビームの焦点を制御可能に走査するよ
うに作動させることができる。走査アセンブリ１８は、３つの次元内のレーザアセンブリ
１２及び共焦点検出アセンブリ１４に対する患者の移動、走査アセンブリ１８の移動を受
け入れることができる自由浮遊機構１６によって支持することができる。
【０１６２】
　患者インタフェース２２は、当該患者インタフェース２２と対物レンズアセンブリ２０
と走査アセンブリ１８とが患者２４と共に移動するように、患者２４に結合される。例え
ば、多くの実施形態において、患者インタフェース２２は、患者２４の眼に真空取り付け
された吸引リングを使用する。当該吸引リングは、例えば、真空を用いて患者インタフェ
ース２２に結合することができる。
【０１６３】
　制御電子機器３０４は、通信経路３０２を介して、レーザアセンブリ１２、共焦点検出
アセンブリ１４、自由浮遊アセンブリ１６、走査アセンブリ１８、患者インタフェース２
２、制御パネル／ＧＵＩ３０６、及びユーザインタフェースデバイス３０８の作動を制御
し、及び／又はこれらから入力を受信することができる。通信経路３０２は、制御電子機
器３０４とそれぞれのシステム構成要素との間のあらゆる適切な共有又は専用通信経路を
含む、あらゆる適切な構成で実施することができる。
【０１６４】
　制御電子機器３０４は、１又は２以上のプロセッサ、１又は２以上のフィールドプログ
ラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、及び、１又は２以上のメモリストレージデバイスの
ようなあらゆる適切な構成要素を含むことができる。多くの実施形態において、制御電子
機器３０４は、ユーザ特定の治療パラメータに従った処置前計画を可能にし、レーザ眼科
外科処置にわたってユーザ制御を適用するというように制御パネル／ＧＵＩ３０６を制御
する。
【０１６５】
　制御電子機器３０４は、システム作動に関する計算を実施するのに使用されるプロセッ
サ／コントローラ３１０を含み、様々なシステム要素に制御信号を供給することができる
。プロセッサ３１０には、それ自体及び他のシステム要素によって使用されるデータを格
納するためにコンピュータ可読媒体３１２が結合される。プロセッサ３１０は、本明細書
を通じてより完全に説明するシステムの他の構成要素と対話型処理を行う。実施形態にお
いて、メモリ３１２は、レーザシステム手術システム３００の１又は２以上の構成要素を
制御するために利用することができるルックアップテーブルを含むことができる。
【０１６６】
　プロセッサ３１０は、米国カリフォルニア州サンタクララのＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎによって製造されているプロセッサのような、命令及びデータを実行するよう
に構成された汎用マイクロプロセッサとすることができる。プロセッサ３１０は、本発明
の開示の実施形態による方法を実施するための命令の少なくとも一部をソフトウエア、フ
ァームウエア、及び／又はハードウエアに具現化する特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）
とすることができる。一例として、そのようなプロセッサは、専用回路、ＡＳＩＣ、組合
せ論理回路、他のプログラム可能プロセッサ、これらの組合せなどを含む。
【０１６７】
　メモリ３１２は、特定の用途に応答してローカルメモリ又は分散メモリとすることがで
きる。メモリ３１２は、プログラム実行中の命令及びデータの格納のための主ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）と、内部に固定命令が格納される読取専用メモリ（ＲＯＭ）と、
を含むいくつかのメモリを含むことができる。従って、メモリ３１２は、プログラムファ
イル及びデータファイルに対する非一時的（不揮発性）ストレージを与え、ハードディス
クドライブ、フラッシュメモリ、フロッピーディスクドライブ及び関連の取外し可能媒体
、コンパクトディスク読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）ドライブ、光ドライブ、取外し可
能媒体カートリッジ、並びに他の類似のストレージ媒体、を含むことができる。
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【０１６８】
　ユーザインタフェースデバイス３０８は、ユーザ入力／出力を制御電子機器３０４に供
給するのに適するあらゆる適切なユーザ入力／出力デバイスを含むことができる。例えば
、ユーザインタフェースデバイス３０８は、タッチスクリーンディスプレイ／入力デバイ
ス、キーボード、足踏みスイッチ、キーパッド、患者インタフェース無線周波数識別（Ｒ
ＦＩＤ）読取器、緊急停止ボタン、及びキースイッチ、のようなデバイスを含むことがで
きる。
【０１６９】
　本明細書で開示する実施形態は、Ｏｐｔｉｍｅｄｉｃａから市販のＣａｔａｌｙｓ　Ｐ
ｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｌａｓｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ及び類似のシステムのような従来のレーザ
手術システムとの組合せに非常に適している。そのようなシステムは、本明細書で開示す
る教示に従って眼をより正確に測定及び治療するように修正することができる。
【０１７０】
　他の変形は、本発明の精神の範囲にある。従って、本発明は、様々な修正及び別の構造
を受け入れる余地があるが、そのうちのある一定の例示的実施形態を図面に示し、上記で
詳細に記述した。しかし、本発明は、開示する１つ又は複数の特定の形態に限定する意図
はなく、それとは対照的に、特許請求の範囲に定める本発明の精神及び範囲の中に収まる
全ての修正、別の構造、及び均等物を網羅するように意図することを理解しなければなら
ない。
【０１７１】
　本明細書では共焦点バイパスアセンブリを特定のレーザ眼球手術システムとの関連で記
述した。図１３に例示して本明細書で記述したもののようなバイパスアセンブリは、特定
の手術分野で撮像モードを治療モードから分離することが有利である場合がある他のレー
ザ手術システムに一般的に適用することができる。これらのバイパスアセンブリは、様々
な材料処理システム及びマイクロ加工システムのような手術以外のシステム及び方法に適
用可能とすることができる。
【０１７２】
　他の実施形態は、２０１３年３月１３日出願の米国特許出願第６１／７８０，７３６号
明細書、及び米国特許出願第６１／７８０，７３６号に対する優先権を取る２０１４年２
月２６日出願の米国特許出願第１４／１９１，０９５号明細書、並びに２０１３年３月１
３日出願の米国特許出願第６１／７８０，８８１号明細書、及び米国特許出願第６１／７
８０，８８１号に対する優先権を取る２０１４年２月２６日出願の米国特許出願第１４／
１９０，８２７号明細書に記載されている、レーザアセンブリと、共焦点検出アセンブリ
と、眼球インタフェース、走査アセンブリ、自由浮遊機構を含む患者の移動を受け入れる
システムと、を有する撮像システムを含み、かつそれを組み込んでいる。
【０１７３】
　本明細書で引用する全ての特許及び特許出願は、その全体が当該引用によって組み込ま
れる。
【０１７４】
　本発明を説明する状況における（特に以下の特許請求の範囲の関連における）「ａ」及
び「ａｎ」及び「ｔｈｅ」及び同様の指示語の使用は、本明細書で別途示さない限り又は
状況が明確に矛盾しない限り、単数及び複数の両方を網羅すると解釈しなければならない
。「備える」、「有する」、「含む」、及び「収容する」という用語は、別途特筆しない
限り、非限定的用語（すなわち、「含むがそれに限定されない」）として解釈されるもの
とする。「接続される」という用語は、介在するいずれかの物が存在する場合であっても
、部分的又は完全に内部に含まれ、取り付けられ、又は互いに結合されることとして解釈
しなければならない。本明細書に対する値の範囲の具陳は、本明細書で別途示さない限り
、当該範囲に収まる各別個の値を個々に指す簡略的な方法として機能し、本明細書で別途
示さない限り、各別個の値は、それが本明細書で個々に具陳されているかのように本明細
書に組み込まれている。本明細書で説明する全ての方法は、本明細書で別途示さない限り
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又は他に状況が明確に矛盾しない限り、あらゆる適切な順序で実施することができる。本
明細書で提供するいずれかの又は全ての例及び例示的文言（例えば、「のような」）の使
用は、本発明の実施形態をより明確に照らし出すためのものでしかなく、別途主張しない
限り、本発明の範囲に対して制限を課するように意図したものではない。本明細書内のい
かなる文言も、いずれかの非請求要素が本発明の実施に対して不可欠であることを示すも
のと解釈すべきではない。本明細書に使用する第１及び第２という用語は、本明細書に提
供する教示に基づいて当業者には明らかなように、あらゆる順序にあるとすることができ
る構造及び方法の順序に関して制約なしにそれを説明するために使用するものである。
【０１７５】
　本発明の開示のある一定の例示的実施形態をある詳細度を有する例示的形態で図示かつ
説明したが、当業者は、これらの実施形態は単なる例として提供したものであり、本発明
の精神又は範囲から逸脱することなく様々な変形を生成することができることを理解する
であろう。従って、本発明の開示は、以下の特許請求の範囲及びその均等物によって一般
的に表される本発明の精神及び範囲の中に収まる全ての修正、別の構造、変形、代替物、
変形、並びに部分、構造、及び段階の組合せ及び配置を網羅するように意図している。

【図１】 【図２】
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